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日本の非正規労働者問題（３）

柴田弘捷

A Study of Non-Regular Employees in Japan (3)

SHIBATA, Hirotoshi

要旨：本稿は、日本の非正規労働者（パート、アルバイト、派遣、契約、嘱託として就労している者）の現段
階（２０１７年前後）の付置状況を明らかにしたうえ、労働契約法、労働者派遣法の改定で生じてきた有期契約労
働者の「無期転換」（契約期間の無い雇用契約に転換）義務化の現状と問題点を明らかにした。
はじめに非正規労働者の増加、その中で生じている、雇用形態の多様化（非正規も含めて）、高学歴化、高
齢化の趨勢を確認し、次いで、雇用形態別に性・年齢・学歴別の量的付置状況を統計データに基づき明らかに
した。高齢者の割合が男女とも増加し、定年後の再就職の受け皿に非正規がなっていることを確認した。ま
た、大卒以上層の増加（数、割合共）も確認した。また、ほぼすべての職業分野に進出しており、非正規依存
率が５割を超える分野もあることも確認した。
非正規労働者の働き方は、若年のアルバイトや有配偶女性パートに年２００日以下、週３５時間未満就労者が多
いことと、また、契約期間１年未満が多いことも確認した。彼ら／彼女らの年収は大半が１５０万円未満で、そ
の理由に所得税、配偶者控除、社会保険料等に配慮し、就業調整をしている者も多い（特に有配偶女性）こと
も確認した。他方、年間２００日以上、週３５時間以上という正社員並みに働いている非正規も多く、とくに、男
性の派遣、契約、嘱託には年間２５０日以上、週４３時間以上働く労働者も多いことも確認した。
現職に就いた理由では、パートやアルバイト、とくに有配偶女性には、時間自由、家計補助、家事両立など
が多いが、派遣、契約には「正規がなかったから」やむを得ず現職に就いたという不本意就労者が相対的に多
いことも確認した。転職志向者は２０代後半から５０代前半に多く、男性アルバイト、派遣、契約に比較的多く、
転職希望理由は一時的な仕事と収入が少ないが主流であり、転職先は正規を希望している者が多いが、現実
は、正規へ転職できているのは、男性３６％、女性２０％にすぎない。非正規内転職は男性６割、女性８割であ
り、特に女性パートの７割はパート形態内転職であった。非正規から正規への転職の難しさも確認した。
２０１２年の労働契約法改訂、１５年の労働者派遣法の改定で、生まれた「５年ルール」「３年ルール」の実行状
況は、統計データ的にはまだ明らかでないが、企業の対応を見ると、５年ルールに引っかからないよう契約期
間を５年未満する、無期転換を受け入れるが、これまでの給料等労働条件をそのまま継続する、限定社員化す
る、正社員化する等との対応が見られた。
無期雇用転換は、非正規雇用の最大のメリットであった雇用の弾力化、雇用の JIT化が否定されるので、企
業の様々な抵抗（ルール逃れ・脱法行為）が見られる。
キーワード：非正規の多様化、高齢化・高学歴化、就労調整、転職実態、雇用の JIT化、無期転換

はじめに

就業・雇用形態の多様化が言われるようになってから

久しい。しかし、それは単なる「多様化」ではない。こ

の多様化は様々な非正規雇用の拡大・格差の拡大でもあ

る。非正規労働者の数の増大、就業分野の拡大は、かつ

ての家計補助的・職務補助的という補助的労働力から、

職務内容の高度化、能力水準の向上、そして勤務時間・

勤続年数の増加、さらに職場での役割の高度化が進み、

量・質ともに「欠かせない労働力」として、非正規の

「基幹化」が進んだと言ってよい。もはや、非正規労働

者の存在がなければ日本産業は成り立たないほどになっ

ている。まさに「非正規大国日本」（伍賀２０１４）なので

ある。

同時に、労働世界の分断・格差も拡大している。

かつても、正規雇用者の性、学歴よる処遇の違い、職

員と工員、本工と社外工、期間工、臨時、日雇等の雇用

形態の「身分的な」（越境できない）処遇の格差が存在

していた。敗戦後職工身分格差は民主化闘争の中で形式

的には消滅し「従業員」に一本化された。賃金のみなら

ず定年年齢（例えば、女性は３０歳、極端に言えば女性は

結婚時が定年）まで差別されていた性別差別も、女性た

ちの裁判闘争によって違法とされ、さらに、１９８５年の

「雇用均等法」の成立によって、募集・採用後の処遇に

おける性別差別は形式的にはなくなった。代わりに「総
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表１ 雇用者構成の推移

調査年
雇用者数
（人）

雇用者
割合／
有業者
（％）

女性割
合／雇
用者
（％）

６５歳以
上割割
合
（％）

大卒＋
院卒割
合／雇
用者
（％）

非正規
労働者
割合／
雇用者
（％）

１９８２ ３９，７０４，０００ ６８．０ ３６．８ ５．２ １７．７ １６．９
１９８７ ４３，０６３，０００ ７１．２ ３８．０ ４．８ １８．３ １９．７
１９９２ ４８，６０５，０００ ７３．９ ４０．４ ６．６ １９．５ ２１．７
１９９７ ５１，１４７，０００ ７６．３ ４１．０ ７．４ １９．７ ２４．６
２００２ ５０，８３７，５００ ７８．２ ４２．５ ８．０ ２２．４ ３２．０
２００７ ５３，２６２，５００ ８０．７ ４４．２ １０．３ ２４．９ ３５．０
２０１２ ５３，５３７，５００ ８３．１ ４５．３ １３．４ ２７．９ ３８．２
２０１７ ５５，８３９，４００ ８４．３ ４６．３ １５．３ ３０．６ ３８．２

出処：総務省「就業構造基本調査」（各年）より作成

合職」（大卒男性）と「一般職」（女性）に代表される新

たな区別（≒差別）が生まれた。さらにはキャリアコー

スを限定する「限定正社員」という正社員の採用の仕方

も生まれてきている。

職工差別、性差別は形式的にはなくなったが、実質的

には、処遇面（昇進、賃金等）での区別（≒差別）は残

りつづけている。例えば、賃金テーブルでは、総合職

表・一般職表・技能職表がそれぞれ存在しているし、技

能職から職員への昇格のルートが設定されていても工員

から職員への昇格はわずかであるという職工差別、女性

の昇格が極端に少ない等という性差別も存在している。

他方、非正規労働者は一人前の労働者・労働力として

処遇されないことにより、新たな差別的格差をもたら

し、労働世界における新たな「分断と格差」が進行・深

化してきている。この事態を森岡孝二は「雇用身分社

会」と名付けた（森岡２０１５）。しかもそれは労働世界の

みならず、日本社会全体に「分断・格差」をもたらして

いるのである。

筆者は、日本の非正規労働者問題として、「日本の非

正規雇用の現状」で女性パートを中心に、（２）で男性

非正規雇用者の現状を報告したが（柴田２０１７,２０１８）、

本稿では、「日本の非正規労働者問題（３）」として、改

めて、雇用形態の多様化の量的な推移と非正規労働者の

属性（性、年齢、学歴）、働き方（契約内容、就労日

数・時間、所得）、就労意識と転職行動の付置状況と、

労働契約法と派遣労働法の改定で生じてきている非正規

労働者全体の現状を明らかにしたい。

ここのところ立て続けに労働法関連の法改訂が行われ

てきた。２０１２年の労働契約法の改定では有期契約で５年

超連継続雇用の禁止と５年継続就労したら「無期契約」

に、また１５年の派遣労働法の改定では同一職場で続けて

３年超の継続を禁止するとともに、３年継続した場合は

働いたら、派遣先での「直接雇用」か派遣企業での「無

期契約」ないし新しい派遣先を紹介にしなければならな

いという、いわゆる「５年ルール」「３年ルール」が生

まれ、有期雇用労働者、派遣労働者共に２０１８年にその

ルール適用者が現れ始めている。いわゆる「１８年問題」

が生じていた。この「５年ルール」「３年ルール」に

よって、非正規労働者の世界に大きな変化が表れてき始

めている。その変化の実態はまだ定かではないが、それ

を先取りした変化は、労働法改定時から現れていた。ま

た、「働き方改革」諸法（１８年成立）で、正規と非正規

の「均等雇用」がうたわれた。

本稿では、非正規労働者構成の変化と現状（２０１７年前

後）を明らかにしたうえで、安倍内閣の「働き方改革」

が非正規労働者にもたらす影響・問題点を可能な限り明

らかにしたい。

1．雇用形態の多様化の量的推移

はじめに１９８０年代以降の日本の有業者構成の変化の趨

勢をスケッチしておこう。

有業者数が増加し続ける中で自営業主・家族従業者が

減少し、「経営者等を除く雇用者」（以下、雇用者）が増加

し、雇用者割合の増大（１９８２年６８.０％→２０１７年８４.３％）、

雇用者の中で女性割合の増大（３６.８％→４６.３％）、６０歳以

上の高齢者割合の増大（５.２％→１５.３％）、また、大学卒

＋大学院修了者割合（以下、大卒）の増大（１７.７％→

３０.６％）、中でも、正規雇用以外の雇用者（以下、非正

規）割合が大きく増大（１６.９％→３８.２％）した（表１）。

つまり、雇用者化、女性化、高齢化の進展とともに非正

規化も進展してきたのである。

まず非正規労働者の量的推移を見ておこう（表２）。

１９５６年から行われてきた「就業構造基本調査（総務省

以下、就調）によると、０７年まで、会社などの役員を

除く雇用者（以下、雇用者）は、従業上の地位によっ

て、一般常雇、臨時雇、日雇に区分されていた。８２年か

ら就調に雇用形態の区分が入り、正規とそれ以外の雇用

者の区分が入り、当初はパートと嘱託、その他の区分で

あったが、９７年にアルバイト、「労働者派遣事業所の派

遣社員」（以下、派遣労働者）、０７年に契約社員が加わ

り、現在は非正規労働者の区分はその他を含めて６カテ

ゴリーとなっている１）（なお常用、臨時、日雇の分類は

０７年からなくなっている）。正規以外の労働者の増加か

つ多様化は行政もその実態把握をせざるを得なくなっ
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た。

それによると、雇用者総数は１９５６年の１,７７０万人から

一貫して増加を続け２００７年には５,３２７万人で、５６年時の

３.０１倍なっている。うち一般常雇は１,５７４万から０７年の

４,５８７５万人（２.９倍）に、臨時は９６万人から６０３万人

（６２.８倍）に、日雇は１０万人から１３６万人（１.４倍）増大し

た。臨時や日雇はもちろん現在言うところの非正規雇用

者の一部である。また、一般常雇にもパートや契約、嘱

託を含めた雇用形態が入っていた。その多くが正規雇用

の労働者より労働条件が悪く、しかもその数が増加して

きた。事実、パート労働者は１９６５年時点で雇用者の８.２％

であり、その割合は年々増加し、８０年に１０.０％に達して

いた。また、８５年の派遣労働者法の成立により派遣労働

者が発生し、増加してきた。

非正規労働者は、就調によると、８２年時点で６６７万

人、雇用者総数の１６.９％（女性は３１.８％）にもなってい

たが、２０１７年には２,１３３万人と３５年間で３.２倍になり、雇

用者の３８.２％（女性は５６.６％）にもなっている。このよ

うな非正規雇用者の増加には、新規学卒採用でも非正規

雇用が見られるようになったことと、離職・転職者の非

正規への移動がある（後に詳述する）。つまり、雇用者

の非正規化が進んだのである。

なお、非正規の男女比はほぼ３対７の割合が続いてき

ている。ただ年齢構成では非正規に急速な高齢者の増加

が見られる。６５歳以上の数は８７年の７９万人強から１７年に

は３４７万人と４.４倍となり、その割合は６.８％ から１６.３％

に増大した。６０歳以上に拡大すると、その数は１６７万人

から６０１万人と３.４倍となり、非正規労働者の２８％を占め

るに至っている。とくに男性の高齢者の増加は著しく、

６５歳以上割合は２７％、６０歳以上で４４％に達している。こ

れは日本人口の高齢化の影響もあるが、定年後その多く

が非正規に転換したことが大きい。事実、正規労働者の

６０歳以上は１０９万人から２５３万人弱の１４４万人増で、その

シェアは８７年の３.１％から６.１％になったのにすぎない。

高齢者層の年齢コーホートで見ると、１２年時、５５～５９

歳であった正規３１１万人は、６０～６４歳になる１７年には１４６

万人と半数以下に減少し（減少率５３.１％）、他方、非正規

は１７８万人から２５４万に増加している（増加率４２.９％）。

つまり減少した正規１６５万人の内、半数近い７６万人が非

正規に転換した勘定になる。とくに男性はその傾向が著

しい。１２年の５５～５９歳層の男性正規２２９万人の内、１７年

に正規で残っているのは１０６万人で、１２３万人が正規から

表２ 雇用形態別非正規労働者数・構成の推移 単位：１００人、％

１９８７ １９９２ １９９７ ２００２ ２００７ ２０１２ ２０１７ １９８７ １９９２ １９９７ ２００２ ２００７ ２０１２ ２０１７

非正規計 ８４，９９０１０５，４３０１２６，０５０１６２，８０５１８９，３８３２０４，２７０２１３，２５７ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
パート ４６，７７０ ５９，６７０ ６９，９８０ ７８，２４３ ８８，５５０ ９５，６０８１０３，２４０ ５５．０ ５６．６ ５５．５ ４８．１ ４６．８ ４６．８ ４８．４
アルバイト １８，８６０ ２５，１４０ ３３，４４０ ４２，３７４ ４０，８００ ４３，９１９ ４３，９３３ ２２．２ ２３．８ ２６．５ ２６．０ ２１．５ ２１．５ ２０．６
派遣社員 ８７０ １，６３０ ２，５７０ ７，２０９ １６，０７５ １１，８７３ １４，１８９ １．０ １．５ ２．０ ４．４ ８．５ ５．８ ６．７
契約社員 － － － ２４，７７３ ２２，５４７ ２９，０９２ ３０，３２２ － － － １５．２ １１．９ １４．２ １４．２
嘱託 ７，３００ ８，８００ ９，６６０ １０，５８５ １１，９２６ １１，９３２ ８．６ ８．３ ７．７ ５．６ ５．８ ５．６
その他 １１，１８０ １０，０８０ １０，２５０ ９，４６３ １０，４２９ １１，８５４ ９，６４１ １３．２ ９．６ ８．１ ５．８ ５．５ ５．８ ４．５

男 非正規計 ２４，２７０ ２８，７１０ ３３，７００ ４８，３２４ ５９，３６２ ６４，８２７ ６６，７７６ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
パート ２，１５０ ３，２８０ ４，３６０ ６，２８２ ９，１５０ １０，１４３ １１，５７１ ８．９ １１．４ １２．９ １３．０ １５．４ １５．６ １７．３
アルバイト ９，５３０ １２，８３０ １６，５２０ ２０，９６０ ２０，５８６ ２１，９３８ ２１，８９０ ３９．３ ４４．７ ４９．０ ４３．４ ３４．７ ３３．８ ３２．８
派遣社員 ３８０ ４９０ ５３０ ２，０３６ ６，０９３ ４，４７３ ５，３９６ １．６ １．７ １．６ ４．２ １０．３ ６．９ ８．１
契約社員 － － － １３，０８５ １１，６３３ １５，５１５ １６，２８２ － － － ２７．１ １９．６ ２３．９ ２４．４
嘱託 ４，７８０ ５，７９０ ６，０５０ ６，５８２ ７，５８３ ７，２９２ １９．７ ２０．２ １８．０ １１．１ １１．７ １０．９
その他 ７，４３０ ６，２３０ ６，１２０ ５，４４０ ５，０６３ ５，１７６ ４，３４６ ３０．６ ２１．７ １８．２ １１．３ ８．５ ８．０ ６．５

女 非正規計 ６０，７００ ７６，７２０ ９２，３５０１１４，４７９１３０，０２０１３９，４４４１４６，４８０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
パート ４４，６２０ ５６，３９０ ６５，６２０ ７１，９６０ ７９，４００ ８５，４６５ ９１，６６９ ７３．５ ７３．５ ７１．１ ６２．９ ６１．１ ６１．３ ６２．６
アルバイト ９，３２０ １２，３２０ １６，９２０ ２１，４１４ ２０，２１３ ２１，９８１ ２２，０４３ １５．４ １６．１ １８．３ １８．７ １５．５ １５．８ １５．０
派遣社員 ４９０ １，１４０ ２，０４０ ５，１７２ ９，９８２ ７，４０１ ８，７９３ ０．８ １．５ ２．２ ４．５ ７．７ ５．３ ６．０
契約社員 － － － １１，６８８ １０，９１５ １３，５７７ １４，０４０ － － － １０．２ ８．４ ９．７ ９．６
嘱託 ２，５２０ ３，０１０ ３，６１０ ４，００４ ４，３４３ ４，６４０ ４．２ ３．９ ３．９ ３．１ ３．１ ３．２
その他 ３，７５０ ３，８４０ ４，１２０ ４，０２３ ５，３６６ ６，６７８ ５，２９５ ６．２ ５．０ ４．５ ３．５ ４．１ ４．８ ３．６

注１）「契約社員」は、２００２年では「契約社員・嘱託」として調査している。
注２）「嘱託」は、１９８７年，９２年及び９７年では「嘱託など」，２００２年では「契約社員・嘱託」として調査している。
注３）１９８７年～９７年の結果は千人単位で算出したもの。
出処：総務省「就業構造基本調査」（各年）より作成
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を引退しているが、非正規は３８万人から１１４.５万人に増

加している。つまり７６万人（６２％）が正規から非正規に

転換したと考えられる。このような６０歳を境として、正

規が減少し、非正規が大幅に増加するのは、日本の企業

の大半が６０歳を定年としていることから、６０歳で正規か

ら引退し、その多くが非正規に移行することによる。こ

れが高齢者の非正規化の進行の主要な要因である（もち

ろん、自営業主・家族業者、非就業者からの参入もある

ので実数はこれより若干少なくない）。

それゆえ、次に見るように、非正規で高齢者の割合が

高くなってきている（非正規の６０歳以上割合は、男性が

０７年３３.２％、１２年３８.７％、１７年４４.２％、女性は１２.３％→

１７.６％→２０.８％）。なお、年齢を軸にしてみると６０～６４歳

の雇用者の６３.５％、６５歳以上の７６.５％が非正規労働者で

ある。つまり、非正規雇用は高齢者の就業の受け皿と

なっているのである。これには１３年施行の高年齢者雇用

安定法の改定が大きく影響したと思われる２）。

まず１９８７年以降の非正規労働者数のカテゴリー毎の推

移を概観しておこう（表２）。

パート３）は、非非正規労働者の中で最大の量を占め続

けている。１９８７年にすでに４６８万人で非正規の７０％を

占めていた。その人数は一貫して増加を続け、０７年は

８８５.５万人、１７年には１,０３２.４万人となっている。とくに

男性の増加は著しく、８７年の２１.５万人から、１７年は１１５.７

万人と、３０年間で５.４倍にもなっている。とは言えパー

トの９割は女性である。だだし、他のカテゴリーの非正

規が増加してきたため、非正規内のシェアは４８％に低下

している。アルバイト４）は、８７年から分類されたカテゴ

リーであるが、８７年の１８９万人から１７年には４３９万人に増

大し、非正規の２割を占めている。派遣労働者は、１９８５

年の派遣労働法の成立によって生まれた雇用形態で、８７

年の８.７万人から０７年には１４１万人増大した。その背景に

は、対象業務を拡大してきた法改訂があった。しかし、

リーマンショックで、「派派切り」が頻発し、かつ「１

日派遣」の禁止の法改訂が行われて（１２年）、一時、派

遣労働者は大きく減少した。労働力調査によれば、０７年

までに１４０万人まで増加したが、０８年から減少し１２年に

は９１万人になっていた。しかしその後は再び増加傾向と

なっている。１７年は１１９万人で、非正規内のシェアは６.７％

である〈就調〉。なお、厚労省がまとめた「派遣会社事

業報告書」５）によれば、派遣労働者数は前年比１９.４％増の

１５６万人である（２０１６.６.１現在）。契約社員は、０７年の

２２５.５万人から１７年には３０３万人に増加し、非正規に占め

る割合は１４.２％で比較的多い。嘱託は１２０万人弱で、最

もシェアの小さいグループである。

2．非正規労働者の属性

企業の呼称によってパート、アルバイト、派遣、契

約、嘱託と分類された非正規が「非正規」として一括さ

れるほど同一の傾向・姿を見せているわけではない。非

正規の属性構成は非正規のカテゴリーごとに大きく異な

る。

２―１ 非正規労働者の性・年齢構成
非正規の男女比は、９７年には女性が７３％を占めていた

が、男性の増加が見られ、０２年以降はほぼ３対７で推移

してきた。しかし、男女比のあり方は非正規のカテゴ

リーによって大きく異なる。

パートは近年男性の数と割合が増加してきたとはい

え、圧倒的に女性が多い（８７年９６.４％、１７年８９.８％）。ま

た、派遣も相対的に女性が多かったが（９７年７９.４％）、

男性割合が増加してきて、０７年以降は男性が４割近くを

占めるようになった。それは派遣法の改定により男性が

就業する割合の高かった業務（生産工程）に派遣が可能

になったからである。他方、男性割合の高いのは嘱託で

ほぼ６割強が男性である。アルバイトと契約社員は男女

ほぼ同数の割合である。

年齢構成も雇用形態によって大きく異なる。１７年の付

置状況を見ると（表３）、正規は２５歳～５０歳層の割合

は、それぞれの年齢層に１割強いるが、１５～２４歳層（男

６.２％、女１１.１％）と６０歳以上層（男７.３％、女７.０％）は

少ない（ただし、女性の２０～２４歳層は１０％を超えてい

る）。他方、非正規は、１５～２４歳層は正規に比べやや高

いが（１１.７％）、６０歳以上層割合が高く（２８.３）、とくに

男性は４４.４％と半数近くを占めている。

２４歳以下層が少ないのは、この年齢層の人口が少ない

ことと、進学率の上昇で就業者が少ないからである（中

学卒の新規学卒就職者は０５年以降１万人を切っていて、

１８年３月卒業者の内就職者はわずか２,２６７人、就職率０.２％

でしかなかった。高卒新規学卒就職者数も０９年には２０万

人を割り、近年は１９万人前後で推移している。１８年３月

卒業者の就職者数は１８６,２７６人である〈文科省「学校基

本調査」〉）。２４歳以下層が少ないのは、アルバイトを除

いて非正規も同様である。

パートは性による違いが大きい。男性パートの年齢構

成を見ると、６０歳以上層が増大しつつあることである

（０７年３１.８％、１２年３０.９％、１７年４５.４％）。女性パートの

それは、４０歳から５９歳層に集中していることである。こ
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の層で女性パートの５５％を占めている。同時に、高齢者

層の増加傾向が見られる（０７年１２.３％、１２年２０.１％、１７

年２３.７％）。もう一点は、年齢構成からも推察できるよ

うに、女性パートは有配偶者が圧倒的に多い（１７年８８.

８％）。つまり女性パートには有配偶女性が雇用されて

いるのである。

アルバイトは２４歳以下の若者が男女とも４割強を占め
ている。１５～１９歳層の有業者の９２％が、２０～２４歳層の有

業者の７０％（男７６％、女６４％）がアルバイトである。こ

れは、次に見るように在学生（学生アルバイト）の割合

が多いからである。他方、男性アルバイトには６０歳以上

の高齢者割合の増大も見られる（０７年１８.１％、１２年

２２.８％、１７年２７.８％）。近年は、若年層と高齢者層の二

極に分化しつつある。パートとアルバイトは定年退職組

にとっての新たな働き方の一つとなっている。

派遣労働者は正規と似通った年齢構成となっている。
男性は、２５～４９歳層が半数以上（５６.６％）を占めている

が、正規に比べ６０歳以上がやや多い（２０.５％）。女性も

同様であるが、２５～４９歳層の集中度が高い（７１.１％）。

その分高齢者の割合が少ない（７.４％）。

契約社員の年齢構成は男女によって大きく異なる。男
性は高齢者に集中している（６０歳以上４３％）のに対し

て、女性は２５～５４歳層で６９.７％を占め、高齢者層は少な

く（１３.４％）、派遣と同様の傾向を見せている。

嘱託は、男性の方が多い雇用形態であるが、男性の年
齢構成は圧倒的に高齢者が多い（６０歳以上７５.４％）。女

性は４０歳以上層に集中しており（７９.５％）、６０歳以上が

５５％もいる、３９歳以下の割合が２割と最も少ない雇用形

態である。

１７年時点で年齢を軸にして雇用形態の構成を見ると、

男性は、若年層はアルバイトを中心に非正規の方が多く

（１５～１９歳６７.５％）、年齢の上昇とともに正規の割合が

増大し、４０～５４歳層は正規が９０％以上を占めている。５５

～５９歳層は、正規が８７.８％で、まだ正規雇用が主流であ

る。しかし、６０～６４歳層では正規は５割を割り（４８.０％）、

６５歳以上になると正規は２６.２％で３／４近く（７３.８％）

は非正規である。高齢者層は非正規雇用が主流となる。

女性は４５歳～５９歳まで、非正規率は６０％前後である

が、６０～６４歳で非正規率が急増し（５５～５９歳６２.４％、

６０～６４歳７７.６％）、その雇用形態はパート割合が若干低

下し（５５～５９歳７４.７％、６０～６４歳７０.８％）、嘱託割合が

若干増加し（３.６％→７.３％）、６５歳以上では契約と嘱託割

合が低下し（８.４％→４.３％、７.３％→３.２％）、アルバイト

の割合が増える（６.８％→１１.０％）。

コーホート分析によって確認してみよう。

２０１２年の５５～５９歳は１７年には６０～６４歳になるのである

が、男性正規は１２３万人減少したが（５９％減）、非正規は

その減少分の６２％にあたる７６.４万人増加した。非正規の

すべてのカテゴリーで増加しているが、中でも、嘱託

（３１.８万人）、契約（２４.３万人）、パート（１０.７万人）で増

加数の８７.５％を占めている。女性は、正規が４２万人減少

し、非正規も２千人（パートは７.３万人減）減少した

が、嘱託は５.７万人、契約は１.５万人、アルバイトは１.４万

人増加した。つまり嘱託、契約、パート（男）、アルバ

イトは定年退職組の受け皿となる雇用形態なのである。

１２年時６０～６４歳の者は１７年時に６５～６９歳になっている

表３ 雇用形態別年齢構成

男 女

正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人）２３３，０２３ １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６１１２，１１４ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
１５～１９歳 ０．７ ０．８ １４．４ １．４ ０．４ ０．１ ０．９ ０．８ ０．２ １８．１ ０．５ ０．３ ０．０ １．０
２０～２４歳 ５．５ ４．０ ２８．８ ８．１ ５．１ ０．７ ５．５ １０．３ １．５ ２６．１ ６．０ ７．０ ２．９ ４．２
２５～２９歳 ９．９ ５．１ ７．９ １１．３ ８．３ １．３ ７．７ １３．４ ３．４ ８．７ １１．０ １１．４ ４．６ ５．９
３０～３４歳 １１．７ ４．８ ５．３ １１．３ ７．７ １．４ ６．５ １２．４ ６．６ ６．６ １２．９ １０．８ ５．２ ４．８
３５～３９歳 １２．８ ４．８ ４．１ １０．６ ６．９ １．６ ６．４ １１．７ ９．５ ６．０ １３．３ １０．６ ７．８ ６．７
４０～４４歳 １５．１ ４．６ ３．７ １２．４ ７．８ １．８ ７．２ １２．９ １４．２ ６．８ １６．６ １２．７ １０．７ ９．３
４５～４９歳 １４．６ ４．６ ２．８ １１．０ ７．１ １．８ ６．９ １２．０ １５．４ ６．５ １７．３ １２．９ １２．９ １０．７
５０～５４歳 １２．２ ４．２ ２．５ ７．８ ６．４ １．９ ５．３ １０．２ １３．５ ４．８ ９．７ １１．３ １１．３ １０．０
５５～５９歳 １０．３ ６．０ ２．８ ５．７ ７．３ ４．１ ５．４ ７．９ １２．０ ３．９ ５．４ ９．５ １１．３ １０．１
６０～６４歳 ４．５ １５．７ ６．０ ７．３ ２２．５ ４９．４ １５．０ ３．６ １０．８ ４．３ ２．８ ８．３ ２１．８ １３．１
６５歳以上 ２．８ ４５．４ ２１．７ １３．２ ２０．５ ３６．０ ３３．１ ３．８ １２．９ ８．３ ４．６ ５．１ １１．４ ２４．５

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成

日本の非正規労働者問題（３） 75



のであるが、男性正規は５８.２万人減少し（５７.４％減）、非

正規も嘱託（２４.６万人減）、契約（１３万人減）を中心に

２２.６万人減少（１６.７％減）したが、パートは８.１万人、ア

ルバイトが８.０万人の増加であった。女性も正規が２１.９万

人の減少、非正規も３８.５万人減少したが、アルバイトと

派遣だけは増加した（７千人と４千人）。第二の定年と

もいうべき６５歳では、男性は正規のみならず、第一の定

年の受け皿となっていた非正規の嘱託、契約の引退も多

く、パート、アルバイトがその受け皿となっている。

２―２ 非正規労働者の学歴構成
非正規労働者の学歴水準は徐々に上昇している（大卒

割合は０７年９.０％、１２年１１.０％、１７年１２.９％）。しかし、

正規に比べ大卒の割合は相当に低い。１７年を見ても、正

規は大卒が男性、女性とも最大の割合（男３７.２％、女

２９.２％）となっているが、非正規は高卒割合が最大（男

３９.２％、女４１.２％）である。また、低下しているとはい

え正規に比べ中卒割合が高い（０７年 １２.７％、１７年

８.７％、正規０７年６.５％、１７年４.０％）。女性は、男性に比

べて、正規、非正規とも専門学校と高専・短大卒（大半

は短大）の割合が高い。

非正規に、中卒が正規に比べて倍以上存在するのは、

非正規に６０歳以上の高齢者の割合が高かったことによる

（彼らの中卒時代はまだ高校進学率がそれほど高くな

かった）。なお、非正規に在学中の者が一定程度存在し

ているが、これは後に見るように、大学生を中心とする

学生アルバイトが相当数いるからである。

以下では、非正規各グループの１７年時点での学歴構成

の特徴を見ていこう（表４）。

パートは、男女とも高卒が４６％前後で最大の割合を占

め、男性は大卒が２１.４％で、他の非正規に比べ少なく、

中卒が１７.１％と高い割合を占めている（特化係数を見る

と２.７と突出している）。女性は専門学校と短大卒がそれ

ぞれ１５％前後である。大卒は１割に満たず、他の非正規

に比べ少ない。アルバイトは、男女とも在学生つまり学
生アルバイトが３６％強で、その２／３は大学生である。

なお在学雇用者の９割がアルバイトという呼称で働いて

いることになる。男性アルバイトには中卒者も多い

（１３％、特化係数２.０）。派遣労働者は、男性は他の非正
規に比べて、相対的に専門学校卒割合が高く（１３.

２％）、大卒卒割合は男女ともパートに次いで低い。契
約社員は、男性は相対的に高卒割合が高く（４４.０％）、

女性は大卒割合が高い（２３.７％）。嘱託は、男性は大卒
割合が４０.６％と最も高、その分高卒割合が低い（４１.

４％）。女性は契約社員とほぼ同様の学歴構成ある。

学歴別にみると（非正規計＝１００）、男性中卒はパート

に２４％、アルバイトに３４％、契約社員に１８％で、派遣

（６.５％）と嘱託（７％）は少ない。最もボリュームの大

きい高卒（３９.２％）は、パート＋アルバイトに４６％、

契約社員が２７％である。比較的数の多い専門学校卒

（１１.４％）はパート＋アルバイトに４３％、契約社員が最

も多く３２.５％である。大卒は契約社員（３１.１％）と嘱託

（１８.９％）、パート＋アルバイトが３４％である。

女性は、どのカテゴリーもパートが多く、とくに中卒

と高卒は７割強である。アルバイトはそれぞれ１割前後

である。ただ大卒の１７％、院卒の３１％は契約社員であ

る。

傾向としては、学歴の高いものほど契約社員と嘱託の

割合が多く、低学歴のものほどパート＋アルバイトに就

いている割合が高い。契約は「専門的職種に従事させる

表４ 雇用形態別学歴構成

男 女

正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人）２３３，０２３ １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６１１２，１１４ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

９９．４ ９８．３ ６３．８ ９６．２ ９８．８ ９９．２ ９６．２ ９９．４ ９９．０ ６３．６ ９８．６ ９８．９ ９９．３ ９８．０卒業者
小学・中学 ４．７ １７．１ １２．７ ９．８ ９．０ ７．６ １９．５ ２．３ ８．１ ６．１ ５．０ ３．８ ３．４ １０．３
高校・旧制中 ３５．９ ４７．５ ３０．０ ４２．６ ４４．０ ４１．１ ３８．７ ２８．１ ４６．３ ２８．１ ７．２ ３４．８ ３４．５ ３５．９
専門学校 １２．２ ８．７ ７．０ １３．２ １１．９ ６．０ ７．２ １９．２ １５．８ ９．８ １７．５ １６．１ １５．１ １２．４
短大 １．８ １．７ ０．６ １．５ １．６ １．９ １．８ １６．０ １７．２ ８．９ １６．９ １９．０ ２２．７ １５．８
高専 １．５ １．２ ０．７ ２．０ １．３ １．７ ０．８ ０．８ ０．７ ０．６ ０．８ ０．７ ０．４ ０．８
大学 ３７．２ ２０．２ １１．８ ２４．３ ２７．６ ３７．５ ２３．２ ２９．８ ９．９ ９．１ １９．７ ２１．５ ２０．７ １９．９
大学院 ５．７ １．２ ０．５ ２．０ ２．９ ３．１ ３．８ ２．７ ０．３ ０．５ ０．８ ２．２ ２．０ ２．５
在学者 ０．２ １．１ ３５．６ ２．４ ０．４ ０．２ ２．２ ０．３ ０．２ ３５．９ ０．７ ０．５ ０．３ １．２

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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ことを目的に契約に基づき雇用され」と一応定義されて

いるように、専門性を要求されていたため、また嘱託の

多くは正規定年再雇用者多いため、比較的高学歴の者の

割合が高くなるのであろう。派遣は、学歴はほとんど関

係ないと思われるが、女性の方が比較的学歴が高い者が

多い。これは、派遣労働成立期に「専門的な業務」とい

う規定で認められた（ポジティブ指定）２６業務、しかも

女性が多かった、初期の流れが現在の派遣労働に残って

いるからであろう。業務指定がほぼ外され（ネガティブ

指定で自由化された）、物の製造（生産工程）や警備、

清掃・運搬・包装などの単純作業へ派遣が入ってくるよ

うになって、低学歴の者が多くなった。なお、在学者は

男女ともほとんど（９５％強）がアルバイトである。

3．非正規労働者の働き方―就業形態―

非正規労働者は２０１７年時点で男性６６８万人、女性１,４６５

万人、合わせて２,１３３万人、雇用者の３８.２％（男性雇用者

の２２.３％、女性雇用者の５６.６％占めている（１７年就業構

造基本調査）。彼ら、彼女らはどのような働き方をして

いるのであろうか。

３―１ 雇用期間の有無と契約期間・契約更新
正規の定義は、第１に無期雇用（雇用期間の定めが無

く、定年まで雇用が継続されることを前提としている）

ということにあった。非正規の雇用契約期間（以下、雇

用期間）はどうなっているのであろうか。

非正規全体で、雇用期間の定めが無い者が２７.５％で、

雇用期間が定められている者（以下、有）が５５.７％、わ

からない者１５.９％である。しかし、雇用期間の定めの有

無等の認知度は、性・雇用形態によって異なっている

（表５）。

雇用契約期間の定めがある者の割合は、契約社員（ほ

ぼ全員）、派遣社員、嘱託の順に多く、パート、アルバ

イトは少ない。パートと派遣は男女差が大きい（有の男

女差－パート１２ポイント、６０.６％、女４８.６％、派遣１５ポ

イント）。なお有無不明が、アルバイトに３割、パート

に１割、派遣に１.５割いる。

定めのある者の契約期間は雇用形態によって違いが見

られる。パートは男女とも６か月～１年未満の４５％前後

を中心に、１年以下が７割、１年を超える者は１５％程度

である。アルバイトは、１年以下が、男性は６３％、女性

は６８％で、しかも１か月未満が１割以上いる。なお、期

間不明も多い（男２２.６％、女１７.１％）。派遣は、１か月

以上～３か月が最も多く（男性は３９％、女性は４３％）、

１年以下の割合が７割を占めている。つまり短期間の雇

用者が多いのである。契約社員は、１年超が男女とも２

割強で相対的に多い方である。しかし、雇用契約期間定

めが有るにも関わらず、期間不明が１９％前後でアルバイ

トに次いで多く、雇用期間の認知度は低い方と言える。

嘱託は、６か月以上～１年以下が最も多いが（男性

５９％、女性５２％）、１年超は男性２９.４％、女性３７.４％

で、非正規の中では最大の割合ある。

雇用契約、契約期間が比較的はっきりしているのは、

契約社員と嘱託であるが、契約社員は雇用期間を認知し

表５ 雇用契約期間の定めの有無と期間

男 女

パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人） １１，５７１２１，８９０ ５，３９６１６，２８２ ７，２９２ ４，３４６９１，６６９２２，０４３ ８，７９３１４，０４０ ４，６４０ ５，２９５

雇用契約
の定めの
有無

総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
定め無 ２６．３ ３１．８ ２０．７ － １３．３ ３３．７ ３７．７ ３０．９ ９．９ － １６．３ ３９．６
定め有 ６０．６ ３６．７ ６３．２ ９２．３ ８１．２ ４０．４ ４６．４ ３６．０ ７８．５ ９３．６ ７７．３ ３８．１
分からない １１．３ ３０．０ １５．０ ６．６ ４．９ ２２．０ １４．５ ３０．０ １０．９ ５．３ ５．８ １６．６

定め有 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
１か月未満 ０．６ １．６ ２．３ ０．４ ０．３ １．９ ０．４ １．２ ２．１ ０．３ ０．４ ０．７
１か月以上３か月以下 ６．６ １１．２ ３９．３ ５．０ １．１ ２．２ ５．２ １２．１ ４３．１ ４．１ ０．９ ２．９
３か月超６か月以下 １７．４ １８．８ １６．９ １２．７ ５．４ ７．２ １９．１ ２０．７ １８．１ １０．１ ４．３ １１．２

雇用契約
期間

６か月超１年以下 ４４．８ ３１．３ １４．２ ４０．９ ５８．７ ４１．１ ４６．２ ３４．４ １２．０ ３９．５ ５２．０ ４５．６
１年未満計 ６９．４ ６２．９ ７２．６ ５９．０ ６５．５ ５２．５ ７０．９ ６８．４ ７５．３ ５４．０ ５７．６ ６０．５
１年超３年以下 １４．３ １０．７ １１．３ １８．０ １９．９ １９．４ １５．１ １１．９ １２．４ ２０．８ ２７．０ ２１．５
３年超５年以下 ２．６ ２．１ ２．３ ３．１ ７．６ ５．２ １．６ １．３ ２．２ ４．２ ７．９ ４．１
５年超 ２．０ １．７ １．６ １．３ １．２ ２．５ １．７ １．２ ０．３ １．０ ２．５ １．８
わからない １１．７ ２２．６ １２．２ １８．６ ５．０ ２０．４ １０．７ １７．２ ９．８ １９．９ ４．９ １２．１

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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ていない者の割合が相対的に高い（有の内の１９％）。ア

ルバイトは、無が３割、不明が３割、期間不明が７％

（同１９％）で、明確に雇用契約を認知している者は３割

しかいない。パートと女性アルバイトがより低いとはい

え、同様な傾向が見られる。これを見るとアルバイトや

パートに関しては、雇用する側も労働者自身も雇用契約

の内容に無頓着であるようである。派遣の男性にも同様

の傾向が見られる。

このように、非正規の雇用期間契約は、５年未満がほ

とんどで、次に見るように、短い期間の雇用契約を繰り

返して継続就業している者が多い。

雇用契約期間の定めの無い者が、パートやアルバイト

を中心に比較的多く見られるが、これは、非正規の場合

は、正規のように定年まで雇用する無期契約を意味する

のではなく、むしろ、いつでも雇用契約の打ち切りが可

能となる、不安定さを示している。

雇用期間契約のある者の契約更新の状況は以下の通り

である（表６−１）。契約更新のあった者は、非正規の

平均で７割強である。更新者割合が相対的に高いのは

パート（男７６.４％、女８０.３％）、嘱託（男７６.９％、女

７８.９％）、派遣（男７１.８％、女７８.４％）で、最も少ないの

は男性アルバイトであるが、それでも６割を超えている

（６１.１％）。またどの雇用形態でも男性よりも女性の方が

高い割合である。しかも多くの者が数回の更新を繰り返

しており，３回以上の者が全体で２／３（６６.２％）を占め、

１０回以上繰り返している者が女性非正規平均で２８.３％、

男性で１７.２％ もいる。とくに女性パート（３１.２％）、派遣

（男２８.２％、女２８.０％）に多い。

同じ企業での就業継続期間は、全体で１年未満の者が

２割弱であるが、５年以上継続して就労している者は４

割以上いる（表６−２）。派遣とアルバイトは継続期間

が短い者が多い（２年未満―アルバイト男５７.０％、女

６１.１％、派遣男５７.３％、女６３.３％）が、５年以上の者も

２割弱いる（男１９.５％、女１８.０％）。嘱託、契約、パー

トは５年以上継続している者が多い（嘱託―男６１.２％、

女５５.５％、契約―男４６.７％、女４７.４％、パート―男４５.

５％、女４９.１）。２０年以上も継続就労している者も一定

割合いる（男１１.２％、女７.７％）。とくに嘱託に多く、

男性の１／３は２０年以上の継続で、３０年以上が２５％もい

る。女性も２０年以上が２割存在している６）。

表６−１ 雇用契約期間の定めの有者割合と更新回数別割合

男 女

パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人） ７，０１４ ８，０３９ ３，４１２ １５，０３０ ５，９２４ １，７５５ ４２，５１１ ８，３６９ ６９０ １３，１７６ ３，５８８ ２，０２０
更新あり割合（％） ７６．４ ６１．１ ７１．８ ６８．１ ７６．９ ５６．１ ８０．３ ６５．６ ７８．４ ６９．２ ７８．３ ６５．３

更新有り計（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
１回 １６．８ ２４．０ １６．０ １９．５ ２３．４ ２５．０ １４．５ ２４．５ １６．９ １８．５ １９．１ ２１．４
２回 １５．６ １４．９ １２．６ １５．１ １８．８ １８．４ １２．１ １６．１ １２．６ １３．２ １６．９ １０．７
３～５回 ２９．０ ３０．６ ２５．３ ２９．９ ３５．６ ３１．１ ２４．１ ２４．７ ２５．１ ２６．３ ２８．０ ２６．５
６～９回 １５．９ １３．７ １５．６ １６．１ １２．１ １０．１ １５．７ １２．３ １４．５ １４．３ １４．６ １５．９
１０回以上 ２０．２ １４．７ ２８．２ １８．１ ９．２ １４．２ ３１．２ １９．９ ２８．０ ２５．９ ２０．３ ２２．２

表６−２ 同一企業での就業継続期間

男 女

総数（１００人） １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
１年未満 １５．８ ２６．３ ２９．２ １５．７ １０．２ １２．９ １４．２ ３０．４ ３５．３ １６．２ １２．０ １３．７
１～２年 ２１．５ ３０．７ ２８．１ ２０．９ １５．６ １８．７ １９．６ ３０．７ ２８．０ １９．８ １７．５ １４．４
３～４年 １６．２ １４．１ １３．８ １４．２ １１．５ １１．５ １４．１ １３．０ １１．５ １４．７ １３．５ １０．３
５年以上 ４２．９ ２５．３ ２６．２ ４６．７ ６１．２ ５１．７ ４９．７ ２３．０ ２３．１ ４７．４ ５５．５ ５７．５
５～９年 ２１．０ １２．５ １３．８ １８．０ １３．６ １６．５ ２０．０ １０．８ １０．６ ２０．０ １７．７ １４．５
１０～１９年 １４．４ ８．４ ９．２ １５．６ １４．２ １４．２ ２１．８ ８．９ １０．１ ２０．０ ２０．３ １８．５
２０～２９年 ３．１ １．９ １．９ ４．３ ８．２ ７．９ ５．９ ２．２ １．９ ５．２ ９．９ ９．４
３０年以上 ４．４ ２．５ １．２ ８．９ ２５．２ １３．１ ２．０ １．０ ０．５ ２．１ ７．７ １５．１

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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しかし、雇用継続期間は、正規のように年齢とともに

長くなるという傾向はみられず、平均は７.７年で、４５～

４４歳で比較すると、男性は正規２０.９年、非正規７.７年、

女性は正規１６.９年、非正規７.４年である。

非正規労働者は、雇用契約期間は１年未満という短期

契約が多く、その契約を何度か繰り返し、結果的に５年

以上、中には１０年、２０年と同一企業で就業を継続き継続

している者も多いのである。もちろん、１年未満、２年

未満で契約打ち切りになる者も多い。そして、契約期間

が満了になれば、労働者が希望しても、使用者側の都合

で契約打ち切り（＝解雇）となる、不安定な雇用であ

る。また、雇用期間の定めの無い非正規労働者は、使用

者側の都合で契約打ち切り（≒解雇）となる可能性が高

く、より不安定な雇用といえる。

３―２ 就労日数と就労時間
このような不安定雇用である非正規労働者はどのよう

な働き方をしているのであろうか。これは男女、雇用形

態によって大きく異なる。

年間の就労日数は、２００日未満が、男性は４０％、女性

は４６％で、その内不規則的な働き方をしている者が、男

性で１３％、女性に１２％いる。２００日以上就労している者

は男性５８％、女性５２％である。しかし、これは雇用形態

によって大きく異なる。以下、性・雇用形態別に見てい

こう（表７）。

男性パートは、２００日未満の就労者が３８％いるが、そ

の大半（８０％）は規則的に就労している。２００日以上の

就労者が６０％である。３００日以上就労している者は３.８％

である。週就労時間が３５時間未満の者は５割である。正

規並み以上の４３時間以上働いている者も８％おり、６０時

間以上働いている者も１.７％いる。女性パートは、２００日

未満が４７％であるが、その内６割は規則的就労者であ

る。２００日以上働いている者は５割強である。３５時間未

満の者は７割強であるが、４３時間以上働いている者も

５％いる。

つまり、本来的なパートタイムにあたる短時間労働者

は５割強でしかなく、パートは働き方ではなく使用者側

が雇用形態として使っている呼称にすぎない。

アルバイトは、男女とも２００日未満での者が多数派

（男６１％、女７１％）、しかも不規則的働き方をしている

者が４割いる。これがテンポラリーなアルバイトと言わ

れる本来的な働き方であろう。３５時間未満の短時間就労

表７ 就労日数と就労時間

男 女

正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人） ２３３，０２３ １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６１１２，１１４ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５

総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
年
就
労
日
数

２００日未満 ５．４ ３８．０ ６４．１ ２５．８ １８．５ ２６．５ ４１．４ ７．５ ４７．３ ７０．８ ３０．３ １７．４ ２６．８ ４３．１
うち則的就業者 ４．２ ３０．４ ３８．１ １７．８ １４．７ ２２．１ ２１．１ ５．５ ３８．１ ４２．９ ２０．１ １４．１ ２１．７ ２２．４
２００～２４９日 ４１．６ ３４．９ １８．３ ４５．０ ４３．３ ４３．５ ２５．０ ４４．９ ３５．２ １７．５ ５０．１ ４９．８ ４７．３ ２７．７
２５０～２９９日 ４３．６ ２１．３ １１．６ ２４．０ ３２．１ ２５．５ ２０．１ ４０．６ １４．１ ７．８ １６．２ ２８．２ ２２．１ １８．８
３００日以上 ８．４ ３．８ ３．７ ２．９ ４．７ ３．６ ９．５ ６．０ １．６ １．８ １．９ ３．３ ３．０ ８．０

総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
３５
Ｈ
未
満

２００～２４９日 ２．３ １７．１ ８．５ ４．３ ６．２ ７．０ ７．１ ４．８ ２４．２ １０．９ ８．７ ９．６ １６．０ １０．１
２５０～２９９日 １．８ ７．３ ２．８ １．９ ２．２ ２．１ ３．８ ２．６ ６．８ ２．８ １．８ ２．６ ３．９ ４．７
３００日以上 ０．４ １．３ １．８ ０．６ ０．４ ０．３ １．５ ０．５ ０．９ ０．９ ０．４ ０．９ １．７ ２．５

３５
〜
４２
Ｈ

２００～２４９日 １４．６ １２．６ ６．９ １９．５ ２０．７ ２６．０ １１．３ ２１．９ ８．７ ４．９ ２２．２ ２９．２ ２４．８ １１．７
週
就
労
時
間

２５０～２９９日 ９．２ ７．８ ３．４ ８．９ １１．７ １１．１ ５．７ １５．２ ４．８ ２．８ ９．１ １４．６ １１．４ ５．６
３００日以上 １．１ ０．９ ０．５ ０．８ １．２ １．０ １．５ １．５ ０．４ ０．３ ０．８ １３．１ ０．８ １．１

４３
〜
５９
Ｈ

２００～２４９日 ２１．６ ４．５ ３．４ １９．１ １４．４ ９．６ ７．９ １６．４ １．９ １．５ ８．６ １０．２ ６．１ ２．５
２５０～２９９日 ２５．１ ５．２ ４．４ １１．９ １４．５ １０．６ ３．０ １９．７ ２．２ １．８ ４．５ ９．８ ６．４ ７．１
３００日以上 １．８ １．１ ０．３ ２．３ １．０ ０．８ １．５ ２．５ ０．３ ０．３ ０．８ １．２ ０．９ ２．５

６０
Ｈ
以
上

２００～２４９日 ３．０ ０．４ ０．４ １．８ １．７ ０．７ １．０ １．５ ０．２ ０．２ ０．５ ０．７ ０．３ ０．８
２５０～２９９日 ７．４ ０．９ ０．８ １．２ ３．６ １．５ １．９ ２．９ ０．２ ０．３ ０．７ １．０ ０．３ １．４
３００日以上 ３．２ ０．５ ０．４ ０．２ １．１ ０．８ ２．８ １．４ ０．１ ０．１ ０．１ ０．４ ０．４ ２．５

注：週就労時間は年２００日未満の就業者を除く。たたし総数はそれを含んでいる。
出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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者は男４６％、女５５％である。しかし、年間２００日以上働

いて、４３時間以上働く者も男性で２割、女性１２％もい

る。

派遣は、３割前後（男性２６％、女性３０％）が２００日未

満で、その内３割（男３０.５％、女３３.７％）は不規則的

働き方である。他方、２００日以上働く者は７割前後であ

る。就労時間が週３５時間未満の者は、男性１６％、女性

２４％である。他方正規並み以上の４３時間以上の者は男性

３５％、女性１５％である。

契約社員は、２００日未満は男性１８％、女性１７％と非正

規の中では最も少なく、また３５時間未満の者も男性

７％、女性２４％と最も少ない。年間就労日数２００日以上

の者は、男女とも８０％強で、週３５時間以上働く者は男性

７７％、女性７３％と非正規の中では最も多い割合である。

つまり正規並みに働いている者が多数派なのである。

嘱託は、２００日未満の者が男女とも１／４強いるが、

その内の８割は規則的な働き方をしている。７割強が２００

日以上働いているが、３５時間未満の者は、男性４割弱、

女性３割弱である。

週休２日制が一般化した現在では、年間休日１０４日に

祝祭日、年末年始等の休日、有給休暇を加えれば、通常

の勤務者は、年間の休日が１３０日前後になるであろう。

ということは、年間の就労日数は２２０日前後となる計算

になる。しかし、正規労働者の就労日数は、２５０日未満

は４割で、５割強は２５０日以上働いている。また労働基

準法による週労働時間の基準は４０時間であるが、正社員

の３５～４２時間未満の者（なぜか４０時間の区切りはない）

が３２％（男２７％、女４２％）で、４３時間以上働く者が男

性７割、女性で半数いる（６０時間以上の者も、男性で

１５％、女性で６％もいる）。これが現代日本の正規労働

者の働き方である。

就労日数と就労時間で、年間２００日以上かつ就労時間

３５時間以上が正規労働者の働き方の最低の要件になって

いるとすると、正規とされる労働者のうち、この条件に

該当するのは８６％（男性８９％、女性８３％）である。他

方、この要件に該当する非正規は、男性のパート

３４％、アルバイト２０％、派遣６７％、契約７１％、嘱託６３％

で、女性はパート１８％、アルバイト１２％、派遣５５％、

契約７９％、嘱託５１％である。つまりこれだけの非正規

労働者が正規並みに働いていることになる。

しかし、現実に年間２００日、週３５時間に収まっている

正規は多くはない。男性は２５％、女性は３９％である。む

しろ２５０日以上、４３時間以上働いているのが正規の実態

であろう。この基準では、男性正規は４０.５％、女性正規

は２６.５％になる。この基準に該当する男性非正規労働者

は、パート１３％、アルバイト１０％、派遣３５％、契約

３７％、嘱託２５％で、女性非正規は、パート（５％）と

アルバイト（４％）は少ないが、派遣１５％、契約

２３％、嘱託１４％もいる。

このように正規並みの働き方をしている非正規労働者

は相当数存在している。とくに派遣、契約、嘱託はその

割合が高い。

３―３ 所得と就業調整
このような働き方をしている非正規労働者の年間の収

入はどの程度であろうか。表８を見ると、一目瞭然、正

規に比べて低い者の割合が多い。

年間所得

男性の場合、正規は５００万円以上が４２％で、３００万円以

上で９割強を占めているのに対して、１５０万円未満が

パートの６５％、アルバイトは９５％。派遣は２００万～２４９万

円層（２４.４％）を中心に１００万～３９９万円の範囲で８割を

占め、契約も２００万～２４９万円層（２２.５％）を中心に１００

万～３９９万円の範囲で８割弱を占めている。嘱託はやや

高く、１５０万～３９９万円ものが２／３で、５００万円以上も

１割いる。

表８ 所得（主な仕事からの年間収入・収益）・雇用形態別人口（有業者）

男 女

所得階層 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

総数（１００人） ２３３，０２３ １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６１１２，１１４ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００
５０万円未満 ０．３ ５．７ ２０，４ ４．７ １．０ ２．３ １４．２ ０．９ ８．３ ３０．４ ５．２ １．７ ５．３ ２２．１
１５０万円未満 １．８ ５９．５ ７３．６ ２１．５ １４．６ １５．２ ４３．２ ７．６ ８０．８ ８７．６ ３４．５ ２３．９ ２９．８ ６３．３
１５０～２９９万円 １８．５ ３５．２ ２２．１ ５３．７ ５１．０ ４４．．４ ３５．３ ４０．６ １７．１ １１．７ ５５．８ ６０．７ ５６．９ ２６．８
３００～４９９万円 ３６．１ ３．１ ２．６ １９．８ ２６．２ ２８．９ １４．４ ３４．７ ０．９ ０．６ ８．３ １３．１ １０．９ ６．２
５００万円以上 ４１．７ ０．６ ０．２ ３．２ ６．８ １０．５ ０．７ ８．８ ０．２ ０．１ ０．１ ０．５ １．０ １．１

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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女性は男性非正規に比べても低収入の層が多い。とく

にパートとアルバイトは１５０万円未満が８割を超える。

派遣、契約、嘱託は男性と同様パート、アルバイトより

は多いが、派遣は１５０万円未満が４割で、１５０～２９９万円

に半数強が集中している。契約は１００万から３９９万円の層

に７７％、嘱託は１００万～２９９万円の層に８５％に集中してい

る。

なお、正規は６０歳まで年齢階層の上昇（≒勤続年数の

上昇）とともに収入階層も上昇する（賃金体系に年功的

要素があるため）が、非正規にはその傾向はみられな

い。収入が５００万円以上の割合を見ると、男性正規は、

１５～１９歳の１.９％から年齢階層の上昇とともに、２.１％、

１２.５％、３１.２％、４３.７％と増え、４０～４４歳で５割を超え

（５１.３％）、５５～５９歳では６５％になる。ただし、６０～６４歳

では２９.７％に減少する。女性正規も男性ほどではない

が、年齢階層の上昇とともに上昇している。５００万円以

上層は２５～２９歳層での４.７％から３５～３９歳層１７.２％、４５～

４９歳２６.５％ 、５５～５９歳層２９.４％のように、年齢階層の上

昇とともに上昇している。他方非正規は、比較的賃金水

準の高い契約社員でも、各年齢層とも５００万円以上は１％

にも満たず、３００万～３９９万円層を見ても、２５～２９歳

５.５％、３５～３９歳７.９％、４０～４４歳１３.２％、４５～４９歳

１１.８％、５０～５４歳１１.６％で、正規のように年齢の上昇と

もに収入が上昇する傾向はほとんど見られない。

もちろん非正規の賃金は、職種によって異なっている

が、パートやアルバイトの多くは最低賃金＋α 程度の時

給でしかない。

就業調整

パート、アルバイトは年収１５０万円未満に多く集中し

ているが、その背景には日本の社会保険、所得税制度が

ある。日本の非正規就労者には、社会保険料負担逃れ、

所得税の非課税限度額、税金の扶養者控除維持のために

就業時間調整・所得調整が行われるという特徴がある。

よく言われる１０３万円の壁（１８年から１５０万円）、１３０万円

の壁７）の存在である。

つまり、収入の多寡によって、税金、社会保険料、配

偶者の勤務先の家族手当の面で、優遇措置がなくなるの

で、そうならないように、収入調整つまり就業時間調整

という就業調整をしている者は多い。就業調整をしてい

る者の割合は（表９）、男性１４.２％、女性３１.７％で、有

配偶女性は実に４０.８％にも上る。所得の分布で言えば、

１０３万円未満，１３０万円未満が調整の目安であるが、その

区分でのデータがないので、本稿では１００円未満、１５０万

円未満の区分をつかう。

就業調整している者の所得を見ると、１００万円未満の

所得者の内、就業調整をしている者は、男性は２４.５％

（非正規計）であるが、アルバイトは２９.３％と高く、派

遣、契約嘱託は比較的少ない、女性は４２.３％であるが、

パートとアルバイトは比較的高く、有配偶女性は４９.２％

とほぼ半数になり、中でもパート、派遣は５割を超えて

いる。派遣、契約は相対的に少ない。１００～１４９万円の所

得者では、男性は１９.２％と２割を切っているが、女性

は、４２.１％であるが、アルバイトは２３.４％と高い。有配

偶女性では半数を超え、パートは６割に近い（５６.２％）。

年齢階層を見ると（表１０）、男性は若い層と６０歳以上

の高年層が比較的高い割合である。３５～５９歳は各年齢層

とも６％台で少ない。その結果、就業調整の中に占める

割合は、１５～２４歳で３７％、６０歳以上が４３％を占め、３０～

５９歳は２０％を占めるにすぎない。つまり、男性は若年層

と高齢種層に集中しているのである。若年層はすでに見

たように学生アルバイトが多く、親の扶養家族となって

いるからで、高齢者の一部も定年退職後子供の扶養家族

表９ 就業調整している者の割合

男 女 有配偶女

所得階層 非正規計 パートバイト 派遣 契約 嘱託 非正規計 パートバイト 派遣 契約 嘱託 非正規計 パートバイト 派遣 契約 嘱託

総数 １４．２１５．４２２．８ ７．６ ８．０１０．５３１．０３９．４３０．５１５．２ ８．６ ８．１４０．８４６．８４０．４２６．７１２．４１０．３
就業
調整
者割
合

５０万円未満 １５．４１２．８１７．３１６．３１７．１ ９．１２１．０２３．４３０．５２５．４１２．７１２．２２３．８２６．０２２．０３６．８１７．１１４．９
５０～９９万円 ２９．３２０．０３６．６１７．４１５．３１３．０４９．４５２．３２０．９４９．５４１．６３０．０５５．４５７．０５２．９６０．５４９．９３４．２
１００～１４９万円 １９．２１８．１２３．４１４．６１５．５２２．７４１．７４６．５４３．４３０．０１６．０１８．０５２．６５６．２５０．３４４．４２３．５２２．５
１５０～１９９万円 １０．２１２．２１０．４ ７．３ ８．７１３．５ ６．７ ７．３３５．０ ４．７ ５．５ ４．１ ６．５ ７．６ ３．２ ５．０ ５．４ ３．３

集積
率
１００万円未満 ６９．８７１．０８９．７４４．７２８．３２６．１９４．６７８．０９５．８８２．４６０．８７４．３９６．７９７．５９７．９９３．２７６．４８１．７
１５０万円未満 ７９．１８６．１９４．８５８．７４３．９４２．１９７．１９８．３９７．５８８．４７４．９８４．８９８．２９８．８９８．３９６．５８５．１８８．０

注：就業調整者割合＝就業調節者数／各所得金額祝儀用社総数×１００
集積率＝就業調節者総数に占める１００万円未満、１５０万円未満の就業調節者数の割合
出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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に入ってるからであろう。女性は、３５～５９歳の各年齢階

層で１割を超え、この年齢層で６６.５％を占め、有配偶女

性はこの年齢層が調整者の７５％を占めている。

就業調整している者の人数割合では、男性が１７％、女

性が８３％、うち有配偶女性が６９％で、有配偶女性が２／

３強を占めている。年齢階層では、男性は若者と高齢者

に、女性は有配偶・子育て世代に集中している。また、

所得では、１００万円未満の者が、男性で７０％、女性で

９５％、有配偶女性で９７％を占め、１５０万円未満で見る

と、男性で７９％、女性で９７％、有配偶では９８％を占めて

いる。

雇用調整をしている者の大半が１５０万円未満なのであ

る。つまり、１０３万円ないし１３０万円の壁を意識している

のである。所得税法、社会保険制度が非正規労働者、と

くに有配偶女性の就業時間・就業日数を少なくさせ、か

つ、低賃金就業を招いているのである。

３―４ 非正規労働者の職業
非正規労働者はあらゆる職業分野に進出している。雇

用者に占める非正規割合は男女計で３８％である。もはや

どの仕事も非正規労働者を抜きにしては成り立たない。

というより、むしろ経営側が積極的に非正規労働者を導

入してきたのである。とは言え、その進出割合（雇用者

に占める非正規労働者割合）は職業によって異なる。大

分類で見ると、最も高いのが運搬・清掃・包装等従事者

（以下、運搬）、次いでサービス職業従事者（以下、サー

ビス）で、低いのが管理的職業従事者（以下、管理）で

わずか５％でしかない。量的に多いのは、サービス、事

務、販売従業者（以下、販売）、運搬、生産工程従業者

（以下、生産）、それに専門的・技術的職業（以下、専門・

技術）が続く。この６職業で非正規の８割弱（７８.６％）を

占めている。非正規が就労する６大職業である（表１１）。

表１１ 非正規雇用形態別職業（大分類）構成

男 女

非正
規依
存率

非正
規計

パート
アル
バイト

派遣
社員

契約
社員

嘱託
その
他

非正
規依
存率

非正
規計

パート
アル
バイト

派遣
社員

契約
社員

嘱託
その
他

総数（１００人） ・・・ ６６，７７６１１，５７１２１，８９０ ５，３９６１６，２８２ ７，２９２ ４，３４６ ・・・ １４６，４８０９１，６６９２２，０４３ ８，７９３１４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） ２２．３ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ ５６．６ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
管理的職業 ５．４ ０．２ ０．０ ０．０ － ０．３ １．２ ０．３ ４．７ ０．０ ０．０ － － ０．０ ０．０ ０．０
専門・技術 １３．４ ９．９ ４．６ ６．０ １０．９ １３．５ １５．２ １９．６ ３３．１ １１．１ １０．０ ７．３ ６．９ １７．１ ２７．７ ２２．８
事務従事者 １４．９ １２．０ ８．３ ５．９ １１．７ １５．４ ２９．１ １２．２ ４５．３ ２３．１ １９．９ １２．５ ４６．７ ３９．４ ３９．６ ２５．２
販売従事者 １９．５ １０．９ ８．５ １７．９ ４．３ ８．１ ９．４ ３．６ ６７．７ １４．８ １４．５ ２６．７ ６．３ １０．１ ４．２ ６．４
サービス職業 ４５．４ １３．６ １５．０ ２４．７ ４．５ ７．４ ３．８ ５．８ ７０．７ ２３．４ ２４．７ ３２．６ ７．２ １４．６ １７．１ １７．３
保安職業 ２３．９ ３．８ ４．３ ３．６ ０．０ ５．３ ３．６ ２．７ ２７．５ ０．１ ０．１ ０．３ － ０．２ ０．４ ０．２
農林漁業 ３８．４ ２．１ ２．５ ２．０ ０．９ １．２ １．０ ８．２ ６２．０ １．１ ０．９ １．２ ０．１ ０．３ ０．２ ８．４
生産工程従事者 １８．０ １４．５ １６．１ ７．５ ３３．７ １７．７ １２．８ １２．０ ６８．２ １０．８ １２．１ ５．８ １７．１ ８．８ ４．１ ８．７
輸送・機械運転 ２４．２ ７．４ ８．９ ５．４ ６．３ ９．４ ９．９ ３．８ ４３．２ ０．２ ０．１ ０．３ ０．１ ０．４ ０．１ ０．３
建設・採掘従事 １５．４ ４．３ １．６ ４．６ ０．０ ４．４ ４．６ １４．１ ３０．０ ０．１ ０．１ ０．１ － ０．２ ０．１ ０．６
運搬・清掃・包装 ５２．６ １６．５ ２６．２ １７．０ １８．４ １３．９ ７．１ １０．９ ９０．３ １１．７ １４．３ ９．４ ９．４ ５．９ ４．８ ６．０

注：非正規依存率＝各職業非正規雇用者数／各職業雇用者総数×１００
出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成

表１０ 年齢階層別就業調正者割合

男 女 有配偶女

年齢階層 非正規計 非正規計 非正規計

総数（１００人） ９，４９４ ４６，３６３ ３８，６２１
総数（％） １４．２ ３１．０ ４０．８
１５～１９ ３１．３ ３３．１ ２０．０
２０～２４ ２９．４ ２５．９ ４７．１
２５～２９ ９．６ ２２．０ ４６．１
３０～３４ ８．３ ３１．３ ４６．３
３５～３９ ６．７ ３４．４ ４４．７
４０～４４ ６．３ ３６．４ ４５．０
４５～４９ ６．９ ３７．９ ４６．３
５０～５４ ６．３ ３６．７ ４３．８
５５～５９ ５．８ ３４．４ ４０．７
６０～６４ １１．４ ２６．８ ３１．４
６５～６９ １５．９ ２３．２ ２６．５
７０～７４ １４．４ １６．６ １７．８
７５歳以上 １５．６ １１．２ １２．９

年齢階層別集積度

総数 １００．０ １００．０ １００．０
１５～２４歳 ３７．１ ８．１ ０．６
２５～３４歳 ８．２ １１．１ １０．３
３５～５９歳 １１．３ ６５．５ ７５．６
６０歳以上 ４３．３ １５．３ １４．５

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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その構成は性によって異なる。男性雇用者に占める非

正規割合は２２％で、運搬、サービスにその割合は高い

が、女性に比べれば低い割合である。最も低いのは管理

である。量的に多いのは、運搬、生産、サービス、事

務、販売、専門的・技術的職業（以下、専門・技術）

で、分類不能を除く１１職業大分類の内、この６職業で非

正規の８割弱（７７.４％）を占めている。女性の進出率は

５７％に達しており、多くの職業分野に進出している。進

出率の高い職業は、運搬、サービス、生産、農林漁業従

事者（ただし人数は少ない。以下、農漁業）、販売で６

割を超している（運搬はなんと９０％でしかも人数も多

い）。量的に多いのは、生産、運搬、サービス、事務、

販売、専門・技術で、この６職業で女性非正規の９５％を

占めている。つまり、管理、保安、農漁、機械運転、建

設・採掘の職業にはほとんど就いていないのである。

職業大分類では大まかすぎるので、雇用形態別にもう

少し細かく見ていこう。

男性パートの最大の職業（大分類）は、配達員などの

運搬従事者と清掃従事者など単純労働を含む運搬・清

掃・包装等従事者で２６.２％を占めている。次いで、製品

製造・加工や機械組立などの生産工程従事者である

（１６.１％）。３番目は調理人や接客・給仕を含むサービス

業である（１５.０％）。この３つで６割弱（５７.３％）を占め

ている。その他で割合の高いのは、自動車運転を中心と

する輸送機械運転（８.９％）、販売員などの販売従事者

（８.５％）、一般事務を中心とする事務（８.３％）である。

事務を除いて、いわゆるホワイトカラー職種は少ない

（管理０.０％、専門・技術４.６％）。非正規の最大の部隊で

あり、かつ大半が有配偶である女性パートの職業は、調

理人、医療、施設等の介護職員、接客・給仕などのサー

ビス職が２４.７％を占め最大である。一般事務を中心とす

る事務（１９.９％）、販売店員を中心とする販売職（１４.５％）、

運搬・清掃・包装等従事者（１４.３％）、食料品製造など

物品製造・加工を中心とする生産工程従事者（１２.１％）

と続く。以上の５職業で８５％を占めている。なお、保険

医療従事者を中心とする専門・技術職も１割いる。つま

り事務職と併せて、ホワイトカラー職業が３割いる（正

規は７割弱）。

男性アルバイトは、接客・給仕職と調理人を中心とす

るサービス職が最大（２４.７％）で、ほとんどが販売店員

である販売職（１７.９％）、運搬・清掃・包装等従事者

（１７.０％）と続く。この３職業で６割を占めている。女

性アルバイトは、飲食物給仕・身の回り世話などを含む

接客・給仕を中心とするサービス職が１／３（３２.６％）

を占め、販売店員がほとんどである販売職が２６.７％で続

き、この２者に特化している。なお、事務職が１２.５％い

る。

男性派遣は、製品製造・加工や機械組立などの生産工

程従事者を中心とする生産工従事者が１／３を占め最大

で、次いで、運搬従事者を中心に運搬・清掃・包装等従

事者（１７.８％）である。事務（１１.７％）と技術者（９.

０％）を中心とする専門・技術職（１０.９％）が合わせて

２割強である。他に比べて販売とサービスが少ないのが

特徴である。女性派遣は、一般事務（３２.２％）を中心に

事務職が半数近くを（４６.７％）占めている。他は生産工

程従事者（１７.１％）と運搬（９.４％）である。他の非正規

に比べサービスが少ない（７.２％）のが特徴である。

男性契約社員は、各職業に分散しているのが特徴あ

る。ただ、専門・技術は他の非正規に比べて多い（１３.

５％）。女性契約社員は、一般事務を中心に（２７.９％）、

事務従事者が４割を占め、（２７.９％）、専門・技術が１７.１％

織でホワイトカラー職が半数以上を占めているのが特徴

である。サービス職（１４.６％）、販売職（１０.１％）は他の

非正規に比べ相対的に少ない。生産工程従事者割合が小

さい（８.８％）のも特徴の一つである。しかし、契約社

員は本来の定義とからすれば、もっと専門・技術職が多

くていいはずである。

男性嘱託は、一般事務（２１.４％）を中心に事務職が

２９.１％と多く（正規のそれより９.３ポイントも多い）、また

専門・技術も１５.２％で他の非正規に比べて多い。なお、

管理的職業者も１.２％いるのも特徴である。その分、単

純労働である運搬・清掃・包装等従事者の割合が少ない

（７.１％）。女性嘱託も同様で、一般事務（３２.０％）を中心

に事務職が３９.６％と多く、社会福祉専門職（９.４％）、保

険医療従事者（８.１％）、教員（４.８％）などを中心に様々

な専門職を含めた専門・技術職割合が、他の非正規に比

べて高く（最も高い契約社員でも１７.１％）、正規のそれ

（２９.３％）に匹敵する２７.７％の割合でいる。このように、

他の非正規と比べて特徴があるのは、嘱託の多くが、定

年退職後の継続雇用者が多いこととは無関係ではないで

あろう。

4．非正規労働者の就労意識と転職行動

非正規労働者の就業構造は多様であるが、正規に比

べ、雇用の不安定性と所得の少なさは共通すると言って

よい。それではなぜ、彼ら／彼女らはこの非正規という

雇用形態に就いているのであろうか。そして、今後につ

いてどのように考えているのであろうか。
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４―１ 現職の就業理由
現職の選択理由は様々であろう。性や年齢、配偶関係

で、また雇用形態で異なるであろう。

就調では、現職に就業した主な理由を、その他を含め

て、次の７項目に分類して問うている。１. 自分の都合

のよい時間に働きたいから ２. 家計の補助や学費等を

えたいから ３. 家事・育児・介護と両立しやすいから

４. 通勤時間が短いから ５. 専門的な技能等を生かせる

から ６. 正規の職員・従業員の仕事がないから ７. そ

の他 （以下では、１を時間自由、２を家計補助、３を

家事両立、４を通勤時間、５を専門能力、６を正規無と

略記）。

１～５までは少なくとも積極的な選択理由である。問

題は５の「正規無」である。仕方なく・止むを得ずの不

本意な就業である。以下では、この「正規無」を軸に分

析していく。

まず、非正規全体の選択理由の付置状況を概観してお

こう（表１２）。男性は、時間自由と正規無（以下、不本

意という）が相対的に多く、家事両立と通勤時間を理由

にする者はほとんどいない。専門能力は１割強である

が、契約と嘱託に多い。正規無が２割であるが、派遣と

契約に多く、この２者で５割を占める（非正規者の占め

るこの２者の割合は３２.５％）。時間自由は若い層、とく

に在学者に多い（５０.１％）。なお、その他が２割あり、

とくに契約社員と嘱託の高齢層に多い（６０～６４歳契約

３０.０％、嘱託３４.４％）。それたぶん自らの選択ではな

く、定年後の雇用延長が自動的にこの雇用形態に切り変

わるからであろう。

女性は、時間自由、家計補助、家事両立が主要な理由

である。時間自由は男性と同じで、若い層、とくに在学

者に多く（５１.８％）、その多くはアルバイトに就いてい

る。家計補助と家事両立は有配偶女性に相対的に多い。

なお、正規無は総数では９.２％しかないが、派遣、契約

にはそれぞれ、２８％、２５.６％おり、次に見るように、未

婚女性、離死別女性は３割超、とくに派遣には未婚

３６.９％、離死別３８.７％と高い割合でいる。女性の場合、

年齢によるちがいもあるが、配偶関係による相違も大き

い。なお、女性全体で見ると、有配偶パートの割合が圧

倒的に多いため、その影響が強く、９.２％と低い割合等

なることに注意が必要ある。

４―２ 不本意就労者の構造
「正規の仕事がなかったから」現雇用形態に就いてい

る不本意就労者は男女計２６８万人超もいる。非正規の中

に占める割合は、男性２０％、女性は９.４％であるが、人

数としては男性が１３３万人、女性が１３５万人で女性の方が

多い。もちろん、不本意就業者は、正規がなかったから

仕方なく非正規に就いたものだけではない。仕事内容へ

の不満、就業条件への不満というミスマッチ意識からも

生まれる。以下で、この不本意就労者の構成を見ていこ

う（表１３−１）。

男性不本意就労者１３３万人の年齢・学歴別・雇用形態

別の構成を見てみよう。

１５～２４歳の若年層は相対的に少なく（６.５％）、３０～４９

歳は各年齢層で３０％以上の割合で存在し、この世代に不

本意就業者が多い。ただ人数では、３０～４９歳層は、各年

齢層で９％前後おり、男性不本意就労者の４５％を占めて

いる。また６０～６９歳は１９.３％で平均並みではあるが、そ

表１２ 非正規労働者の現職（雇用形態）主な就業理由

男 女

非正
規計

パート
アルバ
イト

派遣
社員

契約
社員

嘱託 その他
非正
規計

パート
アルバ
イト

派遣
社員

契約
社員

嘱託 その他

総数（１００人）１１，５７１ １１，５７１ ２１，８９０ ５，３９６ １６，２８２ ７，２９２ ４，３４６１４６，４８０ ９１，６６９ ２２，０４３ ８，７９３ １４，０４０ ４，６４０ ５，２９５
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
時間自由 ２４．６ ２８．１ ４０．０ ２０．６ １２．２ １０．２ １３．５ ２９．３ ２９．６ ４５．１ ２５．８ １５．０ １２．３ １６．１
家計補助 １３．１ １５．５ １８．３ ６．７ ８．３ １２．５ ６．８ ２３．７ ２７．７ ２１．０ １４．１ １４．７ １８．０ ９．５
家事両立 １．１ １．４ １．１ ０．９ １．０ ０．９ ０．９ １５．２ １８．９ ８．１ ９．７ ８．７ １３．１ ９．２
通勤時間 ４．６ ５．９ ４．９ ４．２ ４．６ ３．６ ２．０ ５．０ ５．４ ５．０ ４．６ ４．５ ４．４ １．８
専門能力 １１．６ ７．３ ５．５ ８．７ １６．４ ２５．０ １７．６ ５．３ ３．７ ３．７ ５．１ １１．５ １６．７ １３．５
正規無 ２０．０ ２０．９ １２．８ ３７．１ ２８．７ １４．３ ９．４ ９．２ ５．２ ５．２ ２８．２ ２５．６ １７．１ ７．３
主にその他 ２０．５ １７．８ １４．３ １６．５ ２４．５ ２８．６ ３６．２ ９．４ ６．８ ９．６ １０．６ １７．３ １５．７ ２５．１

凡例：時間自由＝主に自分の都合のよい時間に働きたいから、家計補助＝主に家計の補助・学費等を得たいから、家事両立＝主に家
事・育児・介護等と両立しやすいから、通勤時間＝主に通勤時間が短いから、専門能力＝主に専門的な技能等を生かせるから、
正規無＝主に正規の職員・従業員の仕事がないから

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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の数は１６.５％を占めている。学歴では、高卒が４５％、大

卒が２５％を占めている。雇用形態別では、パートは年齢

計（平均）で、パートは）は２０.１％で平均並みであるが、

派遣と契約は高い。男性非正規の各カテゴリーの割合と

比べた特化係数では、派遣は１.８６、契約は１.４４と高く、

アルバイトは０.６４、嘱託は０.７１と低い。つまり、平均で

は不本意就労者は、派遣と契約に多く、アルバイトと嘱

託は低い。しかし、年齢と雇用形態のクロスで見ると、

不本意就労者割合が４割を超えるのは、３５～５９歳の派

遣、契約の４５～５４歳、４５～５４の嘱託である。中でも、４５

～４９歳の派遣は半数を超える（５４.０％）。学歴別では、

高卒と専門学校卒、中学卒の派遣が４割を占めている。

女性の不本意就業者１３５万人の構成年齢は４０～５４歳層

に４割が集中、学歴は短大卒が１８％いるのが特徴である

（男性は高専と短大併せても３％）。そのため他の学歴の

占める割合は男性に比べて低い。ただ、女性の場合、年

齢や学歴よりも配偶関係と関連性が高い（表１３−２）。

女性計で９.２％であるが、有配偶者は４.７％で、未婚者は

１８.６％、離死別者は１５.９％である。中でも未婚者と離死

別者の派遣と契約にその割合は高い。

４―３ 転職志向
非正規労働者が現職（現在の企業・職場、雇用形態）

の継続を希望する者は男性７１.６％、女性７３.５％で、反対

に転職を希望する者は男性１５.５％、女性１３.３％（ただし

未婚女性は２１.７％と高い）で、全体としては、転職希望

者の割合は高くない。しかしこれも年齢および雇用形態

によって異なる。以下では転職希望に焦点を当てて見て

いこう。

雇用形態別の転職希望者割合は（表１４）、正規に比べ

ると、すべての年齢階層、すべての雇用形態で高い割合

になっている。多い方から男性は派遣社員、アルバイ

ト、契約、パート、嘱託の順で、女性は派遣、契約、ア

ルバイト、嘱託の順で、パートは最も少ない。しかし、

未婚女性に限ってみると、順序は変わらないが、すべて

男性総数より高い割合である。つまり、未婚女性の転職

志向は高いのである。

転職希望者が３割以上いる雇用形態と年齢層を見る

と、男性は、パート２５～２９歳３４.７％、３０～３４歳３３.７％、

アルバイト２５～２９歳３１.２％、派遣は２０～４４歳までの層で

３０％を超えている（最高は２５～２９歳の３９.６％）。つま

り、男性派遣労働者は幅広い年齢層で転職希望者が多い

のである。契約と嘱託には３割を超える年齢層はない。

女性では、２５％超に限定すると、アルバイト２５～２９歳

２７.０％、派遣２０～２４歳歳２７.３％、未婚女性に限定する

と、パート２５～２９歳２５.４％、アルバイト２５～２９歳２９.４％、

契約３５～３９歳２８.１％、嘱託２５～２９歳２７.３％である。派遣

は２０歳から５４歳までの年齢層で２５％を超え、内４０歳から

表１３−１ 現職の雇用形態についている理由で，「主に正規の職員・従業員の仕事がないから」を選択した者（＝不本意就業者）の割合

男 女

年齢 パート バイト 派遣 契約 嘱託 パート バイト 派遣 契約 嘱託

総数 ２０．９ １２．８ ３７．１ ２８．７ １４．３ ５．６ ５．２ ２８．２ ２５．６ １７．１
１５～１９歳 １０．２ １．５ １２．０ ２１．０ １６．７ ４．４ １．２ ９．５ １６．３ －
２０～２４歳 ２７．２ ４．８ ２６．４ ２５．３ ２０．０ １１．８ ３．７ ２６．１ ２５．７ １６．２
２５～２９歳 ２８．３ ２０．９ ３０．９ ３０．２ ３６．６ ９．２ １０．３ ２４．１ ２６．５ ２５．６
３０～３４歳 ３２．１ ２５．０ ３５．１ ３５．６ ２６．７ ４．５ １０．１ ２８．９ ２７．６ ２６．４
３５～３９歳 ２６．０ ２６．０ ４４．０ ３９．７ ２５．０ ４．３ ５．３ ２８．５ ３０．２ ２２．２
４０～４４歳 ２７．４ ３０．８ ４５．６ ３９．７ ３３．３ ３．９ ７．４ ２８．６ ２６．５ ２０．１
４５～４９歳 ４４．６ ３０．７ ５４．０ ４８．８ ４０．９ ５．１ ７．２ ３４．１ ２８．４ ２１．９
５０～５４歳 ３３．１ ３１．１ ４８．８ ４０．９ ３７．４ ６．４ ６．６ ３５．９ ２７．２ ２０．６
５５～５９歳 ３１．８ ３０．１ ５３．３ ３６．９ ２８．５ ７．１ ７．３ ２６．９ ２５．７ １８．７
６０～６４歳 ２３．８ ２２．８ ３３．１ ２１．５ １３．５ ６．５ ５．６ １４．８ １７．２ １０．２

学歴

中卒 １４．８ １７．２ ２８．６ ２３．８ １５．９ ７．０ ５．５ ７．８ ２３．６ １５．６
高卒 ２１．７ １８．８ ４２．１ ２８．７ １３．８ ９．４ ６．３ ７．９ ２８．３ ２５．１
専門学校 ２４．９ ２１．９ ４０．０ ３１．０ ２０．８ ８．１ ３．６ ９．０ ２６．５ ２１．３
高専 １４．０ ９．０ ３４．０ ２７．４ １２．８ ９．５ ５．５ ５．９ ２５．０ ３０．４
短大 ３１．２ ２０．５ ３６．６ ３０．６ １６．１ １０．２ ５．０ ５．９ ３０．６ ２８．７
大学 ２２．５ ２３．２ ３５．４ ２９．２ １３．３ １３．６ ５．５ ９．６ ３０．６ ２９．６
大学院 ３４．０ １１．２ ２９．９ ３３．７ １５．６ １８．０ ９．１ １３．１ ２９．４ ３１．４

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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５４歳までは３０％超で、中でも５０～５４歳は４０.８％で、全カ

テゴリーの中で最高値である。

男女とも、２５～３９歳層に転職希望者が多く、５５歳以上

層の転職希望者割合は低下するのであるが、未婚女性の

派遣労働者だけは４０歳～５４歳層に転職希望者が多い。

４―４ 転職希望理由―不満と不安―
転職希望者の希望理由は、非正規計では、「収入が少

ない」（以下、収入少）、「一時的についた仕事だから」

（以下、一時的仕事）、「時間的・肉体的に負担が大きい」

（以下、負担大）が主要な理由である（表１５）。しかし、

雇用形態によってこれも相違が見られる。

「収入少」を理由とする者は、アルバイトを除いて、男

女ともすべての雇用形態でトップの割合を占め、とくに

男性パートは４割である。「一時的仕事」を理由とする

者は、男女ともアルバイトが最大割合で、男性は４割超

もいる。女性の契約、嘱託（男女）は少ない。「負担大」

は、女性パート、契約（男女）、嘱託（男女）に比較的

表１４ 年齢階層別転職志向者割合

男 女

正規
非正
規計

パート バイト 派遣 契約 嘱託 正規
非正
規計

パート バイト 派遣 契約 嘱託

総数（１００人） ２１，７６４ １０，５５２ １，５６１ ４，１５６ １，４６７ ２，４０６ ５３２ １２，５５１ １９，４６６ １０，１９９ ３，７５９ ２，０９１ ２，４３６ ５６１
総数（％） ９．３ １５．８ １３．５ １９．０ ２７．２ １４．８ ７．３ １１．２ １３．３ １１．１ １７．１ ２３．８ １７．４ １２．１
１５～１９歳 ８．４ １４．２ ８．０ １４．６ ８．０ １４．５ － １４．１ １７．９ １３．９ １８．２ ２３．８ １６．３ １００．０
２０～２４歳 １２．５ ２２．９ ２２．９ ２３．４ ３０．０ １９．１ ６．０ １５．９ ２１．３ １８．９ ２１．７ ２７．３ １９．４ ２６．５
２５～２９歳 １３．５ ２８．５ ３４．４ ３１．２ ３９．６ ２０．４ １８．３ １５．４ ２２．４ １８．９ ２７．０ ２４．４ ２３．３ ２４．２
３０～３４歳 １１．７ ２９．１ ３３．７ ３６．７ ３３．１ ２０．７ ２３．８ １４．７ １９．０ １６．３ ２３．０ ２３．５ ２２．７ ２１．５
３５～３９歳 １０．６ ２４．７ ２６．２ ２３．８ ３３．６ ２２．５ ２６．７ １１．０ １６．２ １４．５ １５．１ ２３．６ ２２．９ １５．６
４０～４４歳 ９．９ ２３．４ ２５．７ ２５．１ ３２．４ ２０．５ １５．５ １０．７ １６．０ １４．２ １５．１ ２７．５ ２０．５ １６．７
４５～４９歳 ８．４ ２２．８ ２４．６ ２５．１ ２７．５ ２１．４ １６．７ ９．８ １４．７ １３．５ １５．８ ２４．９ １６．８ １３．９
５０～５４歳 ６．９ ２４．２ ２１．６ ３０．０ ２８．２ ２４．２ １４．４ ８．７ １２．８ １１．６ １１．０ ２６．８ １６．２ １４．７
５５～５９歳 ５．９ ７．６ １７．２ ２１．７ ２６．５ １６．２ ９．６ ６．１ ８．８ ８．５ ８．４ １８．６ １０．２ ６．７
６０～６４歳 ６．４ ９．１ ９．９ １２．９ １２．７ ９．１ ７．５ ３．９ ６．１ ５．８ ５．１ １６．８ ７．３ ６．４
６５～６９歳 ３．４ ５．４ ５．６ ５．１ １０．８ ５．６ ４．５ １．８ ３．５ ３．５ ２．６ ７．２ ３．９ ４．２

注：就業希望意識の内「転職希望」を選択した者の割合。
雇用形態「その他（男４３，０００人、女４２，０００人）は省いた。ただし、非正規計には含めた。また７０歳以上も省略した。各雇用形態の
総数には含めた。

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成

表１５ 転職希望理由

男 女

正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託

総数（１００人） ２１，７６４ １，５６１ ４，１５６ １，４６７ ２，４０６ ５３２ １２，５５１ １０，１９９ ３，７５９ ２，０９１ ２，４３６ ５６１
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
一時的仕事 ２．２ ２２．３ ４１．３ ２３．４ １２．１ ４．３ ２．１ ９．６ ３３．９ １７．８ ８．２ ６．８
収入少 ２８．５ ４．０ ２４．６ ３５．６ ３７．６ ２５．８ ２２．６ ３１．６ ２３．１ ２７．４ ３４．０ ３４．２
先行き不安 １１．９ ３．９ ２．９ ６．２ ５．９ ４．１ ７．７ ４．４ ３．４ ５．１ ３．４ ４．１
契約満了対応 ３．３ ２．２ １．０ ５．３ ８．７ ２３．７ １．５ ２．１ ０．７ １０．１ ８．６ １３．７
負担大 ２９．０ １３．２ １０．１ １４．０ １７．８ １５．２ ３３．７ ２５．５ １１．５ １５．０ ２１．７ ２１．９
知識・技能発揮 ７．１ ５．２ ６．０ ５．５ ５．０ ７．１ ６．０ ４．８ ６．８ ５．５ ６．４ ５．０
余暇増 ４．６ １．９ ２．１ １．８ ２．４ ７．５ ５．０ １．８ １．８ ２．２ ２．５ ２．７
８_家事都合 ０．９ ０．４ ０．４ ０．６ ０．５ ０．４ ４．３ ３．３ １．５ １．６ ３．１ １．８
９_その他 １１．９ １０．３ １１．３ ７．０ ９．７ １１．１ １６．７ １６．２ １６．８ １４．６ １１．７ ９．４

凡例：表側 一時的仕事＝一時的についた仕事だから、収入少＝収入が少ない、先行き不安＝事業不振や先行き不安、契約満了
対応＝定年又は雇用契約満了に備えて、負担大＝時間的・肉体的に負担が大きい、知識・技能発揮＝知識や技能を生かしたい、
余暇増＝余暇を増やしたい、家事都合＝家事の都合

注：雇用形態「その他」（男４３，０００人、女４２，０００人）は省いた。
出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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多い。この層は、比較的正規並み（就労日数、就労時

間）就労している割合が高い。男性嘱託は「定年又は雇

用契約の満了」が２３.７％もいる。転職希望者割合が最も

多かった３０～３４歳層を見ると、女性アルバイトを除いて

「収入少」がトップで、とくに男性嘱託は半数（５０.０％）

に達している。

「事業不振や先行き不安」「知識や技能を生かしたい」

「余暇を増やしたい」「家事の都合」を理由にする者は多

くはない。ただし、「知識や技能を生かしたい」は３０～

３４歳の女性契約社員に１割強（１１.９％）いる。

また、２０１２年以降に離職した者の離職理由を見ると、

男女とも若い層は「一時的な仕事」と「自分に向かない

仕事」が多く、２０歳代後半から５０歳代前半までは「労働

条件が悪かった」「収入が少なかった」の割合が増大

し、６０歳代は「定年」理由が最も多くなる（６０～６４歳男

５１.５％、女２５.７％、６５～６９歳男４３.５％、女２９.５％）。な

お、女性の２５～３９歳層は、「結婚」、「出産・育児」理由

が多くなる（３０～３５歳は合わせて３６％）。５５～５９歳に

「介護・看護」理由が１割強（１１.１％）見られる。また、

男性の５５～５９歳に「人員整理・勧奨退職」理由が１割あ

る。男女とも５０代後半、とくに７０歳代から「病気・高

齢」理由が増加し始める（５５～５９歳男１１.３％、女１２.

２％、７０～７４歳男２４.７％、女３５.１％）。

このように、仕事との関わりは、ライフステージ、性

（女性）と年齢が大きくかかわっている。

退職希望理由は、賃金の安さ、雇用の不安定さ、仕事

のきつさへの不満にあるとってよいだろう。ただ、女性

の「定年又は雇用契約の満了に備えて」を選択した者

（３.９％）の内、３０～４４歳層が４割強（４２.３％）を占め、

また、男性６０～６４歳に２割いることに見られるように、

中年女性と男性の定年再就職組に、契約打ち切りへの不

安があることが読みとれるのである。

以上のような転職希望組はどのような仕事の形態を希

望しているのであろうか。

起業、家業継承、内職を希望する者はわずかである。

大半は雇用者の形態を望んでいる（表１６）。その多く

は、男性嘱託を除いて、正規雇用である。とくに男性派

遣はそうである。

正規雇用を望む者は、パート、アルバイトで６割、派

遣は７割、契約は２／３である。嘱託は３８％と少ない。

男性のパート、アルバイトには、パート・アルバイト形

態を希望する者が２割程度いる。嘱託は正規希望が３８％

と少なく、パート・アルバイトが２割強、契約が１割い

る。これは、男性嘱託に定年退職組の高齢者が多いこと

に起因しているのであろう。

女性は、正規雇用を希望する者は、パート、アルバイ

トに比較的少ないが（パート３７％、アルバイト５０％）、

派遣と嘱託に６割前後、契約は２／３いる。女性パート

の半数、アルバイトの４割弱はパート・アルバイトの形

態を希望している。派遣に１割のパート・アルバイト、

１３％が契約を希望している。

女性に比較的正規希望が少ないのは、現職の選択理由

が、時間自由、家事両立、家計補助で、そして就業時間

調整をしている有配偶女性、とくにパート層に多いこと

と関係している。もともと彼女たちは正規フルタイムの

就業を望まない層が比較的多いのである。

４―５ 転職の現実
多くは正規雇用を希望しているのであるが、非正規労

働者の転職の現実はどうであろうか。転職状況を見てみ

よう。

就調（２０１７年）によると、２０１２年以降に離職し現職に

表１６ 転職希望する雇用形態

男 女

正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託 正規 パート バイト 派遣 契約 嘱託

総数（１００人） ２１，７６４ １，５６１ ４，１５６ １，４６７ ２，４０６ ５３２ １２，５５１ １０，１９９ ３，７５９ ２，０９１ ２，４３６ ５６１
総数（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
正規 ７８．５ ５９．５ ６２．５ ７０．２ ６７．２ ３８．２ ７３．２ ３７．０ ５０．４ ５８．９ ６７．３ ６２．９
P＋A ２．２ ２０．１ ２１．８ ３．５ ６．４ ２２．９ １３．８ ５０．１ ３７．７ １０．９ １３．１ ２２．９
派遣社員 ０．３ ０．２ ０．２ ６．１ ０．８ １．３ ０．９ １．２ ０．８ １３．０ １．３ １．３
契約社員 １．０ ２．７ １．４ ２．７ ７．５ １０．３ １．１ １．８ １．２ ６．６ ６．３ １０．３
起業 ９．１ ５．６ ４．７ ９．７ ７．６ ４．９ ３．４ ２．１ ２．７ ４．０ ３．６ ４．９
その他 ６．６ １０．０ ８．４ ６．０ ８．９ １９．９ ５．８ ６．０ ５．７ ５．４ ６．５ ７．０

凡例：表側 P＋A＝パート＋アルバイト、企業＝事業を起こしたい、なお「家業継承＝家業を継ぎたい」と「内職」はその他に含めた。
注：雇用形態「その他」（男４３，０００人、女４２，０００人）は省いた。
出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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就いている者は、１,２１９.５万人（男５８０万人、女６４０万人）

にのぼる。その内、前職が雇用者であったものは１,１３０

万人（男５４５万人、女６２３万人）であった。彼ら／彼女ら

の前職と転職後（現職）の雇用形態を、性別に見てみよ

う（表１７）。

男性の前職が正規であった者（３５８万人）の内２／３

（６５.５％）は正規内で転職しており、非正規に変わった

者は１／４（２４.４％）である。他方、非正規であった者

（１８７万人）の内、正規職に転職した者は３５.５％で、６割

弱（５８.３％）は非正規内で移動している。非正規の雇用

形態別に見ると、パートは正規に変わったものは３割弱

（２８.１％）で２／３（６５.７％）は非正規内移動で、４割は

パート内移動であった。アルバイトは、正規に転職した

者は３５％で、４４％はアルバイト内の移動であった。派遣

は、正規への転職は３５％で、派遣内移動が３３％である。

契約社員への移動が１６％と比較的多い。契約は、正規へ

の転職が比較的多く（４２％）、契約内移動は２７％であ

る。嘱託は、正規への移動が最も少なく（２５％）、また

嘱託内移動も２２％と最も少なく、パート、アルバイト、

契約への転職が比較的多かった（３６％）。これには年齢

要因（高年齢者が多い）が強く働いているのであろう

女性は、前職が正規であった者（１９８万人）の内、正

規内で移動した者は半数（４９.９％）で、４６％は非正規

内、うち半数（２２.６％）はパート形態に転職している。

前職が非正規であった者４２４万人の内、正規に転職した

者はわずか１９.０％で、８割弱（７７.６％）は非正規内移動

である。非正規転職者の半数強を占めるパート（２２２万

人）は、正規への転職はわずか１３％で、７割（６８.４％）

がパート形態内移動である。アルバイトも正規への転職

は２２.５％にすぎず、アルバイト形態内移動が４６％、パー

トが１７％である。派遣は正規への転職は２２％と少なく、

派遣形態内移動が４割で、パートと契約への移動がそれ

ぞれ１８.５％、１１％いる。契約は、正規への転職が比較的

多く（３４％）、契約内移動は２５％と少なく、パートへの

移動が比較的多い（１９.６％）。嘱託は、正規へ転職が２５％

で、同一形態への移動者割合も最も少なく（１９％）、

パートへの移動が３２％と最も多い。

前項で見たように、正規への転職希者が嘱託を除いて

６～８割いることを考えれば、正規への転職は中々難し

い現実があった。１２年以降の転職者で、正規に転職でき

表１７ 前職の従業上の地位・雇用形態・男女別転職者の現職の構成
（２０１２年１０月以降に前職を辞め現職に就いた者）

現職
前職

転職者総数（１００人、％）
業主＋
家従

雇用者 正規
非正
規計

パート バイト 派遣 契約 嘱託 その他

男 （１００人、
％）

５７，９８５ ３，９３１ ５２１９８３１，３６９２０，８２９ ３，７１５ ６，３９４ ２，５９２ ５，３９１ １，７９７ ９３９
５７，９８５ １００．０ １００ ６．８ ９０．０ ５４．１ ３５．９ ６．４ １１．０ ４．５ ９．３ ３．１ １．６

業主＋家従 １，９３７ ３．３ １００ １７．８ ７５．５ ３９．９ ３５．６ ８．６ ９．０ ３．７ ９．８ １．３ ３．４
雇用者 ５４，５２９ ９４．０ １００ ６．２ ９１．３ ５５．２ ３６．１ ６．３ １１．２ ４．６ ９．３ ３．１ １．６
正規 ３５，８４８ ６１．８ １００ ６．８ ８９．９ ６５．６ ２４．４ ４．４ ５．２ ２．５ ７．５ ３．５ １．３
非正規 １８，６８１ ３２．２ １００ ５．０ ９３．９ ３５．６ ５８．３ １０．０ ２２．６ ８．５ １２．８ ２．４ ２．１
パート ２，３４５ ４．０ １００ ５．６ ９３．９ ２８．１ ６５．７ ４０．９ ９．０ ４．３ ８．４ １．５ １．８
アルバイト ７，５０８ １２．９ １００ ３．９ ９５．５ ３４．８ ６０．７ ４．１ ４４．０ ４．９ ５．８ ０．７ １．２
派遣社員 ２，３９５ ４．１ １００ ２．８ ９６．４ ３５．１ ６１．３ ３．８ ７．８ ３２．９ １５．５ ０．６ ０．８
契約社員 ４，３５０ ７．５ １００ ５．２ ９３．３ ４２．２ ５１．１ ６．６ ７．９ ６．２ ２６．９ １．８ １．４
嘱託 １，０４２ １．８ １００ １０．０ ８７．２ ２４．５ ６２．８ １５．０ １１．０ ２．９ １０．０ ２１．６ ２．５
その他 １，０４０ １．８ １００ １０．６ ８６．３ ４２．４ ４３．９ ６．３ ５．９ ３．３ １０．８ ３．４ １４．３

女 （１００人、
％）

６３，９６１ ２０６７．０６１，３４４１８，２３１４３，１１０２４，２２８ ６，６３６ ４，８８５ ４，８３０ １，２９６ １，０４０
６３，９６１ １００．０ １００ ３．２ ９５．９ ３８．５ ６７．７ ３７．９ １０．７ ７．６ ７．６ ２．０ １．６

業主＋家従 １，２５２ ２．０ １００ １１．３ ８４．０ １６．０ ６８．１ ４７．８ ７．２ ３．８ ５．３ １．１ ２．３
雇用者 ６２，２６５ ９７．３ １００ ３．０ ９６．２ ２８．８ ６７．４ ３７．７ １０．８ ７．７ ７．７ ２．９ ２．９
正規 １９，８３１ ３１．０ １００ ３．５ ９５．５ ４９．９ ４５．５ ２２．６ ５．６ ５．６ ７．９ １．６ ２．５
非正規 ４２，４３５ ６６．３ １００ ２．８ ９６．８ １９．０ ７７．６ ４４．７ １３．２ ８．７ ７．５ ２．０ １．６
パート ２２，２０８ ３４．７ １００ ２．８ ９６．７ １３．４ ８３．３ ６８．４ ４．１ ３．９ ４．３ ２．３ １．５
アルバイト ８，９３４ １４．０ １００ ２．９ ９６．５ ２１．７ ７４．８ １６．６ ４５．６ ５．３ ５．２ １．９ １．６
派遣社員 ４，６３５ ７．２ １００ １．４ ９８．３ ２１．８ ７６．５ １８．５ ４．６ ４０．３ １０．９ １．５ １．１
契約社員 ４，５２３ ７．１ １００ ３．１ ９５．８ ３４．３ ６１．５ １９．６ ５．６ ８．３ ２４．７ １．０ １．２
嘱託 １，０１３ １．６ １００ ４．５ ９４．０ ２４．８ ６９．２ ３０．１ ６．２ ４．９ ５．４ ０．８ １．４
その他 １，１２１ １．８ １００ ５．７ ９２．４ ２８．２ ６４．２ ２３．０ ７．５ ４．４ ６．０ ２．１ １．３

出処：総務省「就業構造基本調査」（２０１７年）より作成
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た者は、男性は４割に満たなかったし、女性は２割に満

たない。むしろ非正規内移動が多く（男性５８.３％、女性

７７.６％）、中でも女性パートに典型的に見られるよう

に、職場を変わってもパートはパートという、同一雇用

形態内移動か、そうでなければ、パート、アルバイトへ

の移動傾向が見られた（パート化、アルバイト化）。

非正規は、制度的には正規へ転換は可能ではあるが、

実態としては、多くは非正規の中に固定されある種の身

分として固定化されているのである。しかも高齢になる

と正規から非正規へ転換されるのである。もちろん、有

配偶女性や学生アルバイトに多く見られたように、自ら

非正規雇用を望むものもいる。むしろ進んで非正規を選

択している者の方が多い（男性６割、女性８割）。しか

し、転職を望む者の多くが正規を希望してるのにも関わ

らず正規に転職できた者の割合は低いのである。森岡

（２０１５）のいう「雇用身分社会」になっているのである。

非正規雇用はその雇用形態も労働者の構成も多様化

し、非正規雇用として一言でまとめるのは難しいが、以

下のようなことが確認できた。

非正規労働者の増加、その中で生じている、多様化、

高学歴化、高齢化の趨勢を確認し、次いで、雇用形態別

に性・年齢・学歴の量的付置状況を統計データに基づき

明らかにした。高齢者の割合が男女とも増加し、定年後

の再就職の受け皿に非正規がなっていることを確認し

た。また、大卒以上層の増加（数、割合共）も確認した

（ただし、アルバイトの１／３強は在学者である）。ま

た、ほぼすべての職業分野に進出しており、非正規依存

率が５割を超える分野もあることも確認した。

非正規労働者の働き方は、若年のアルバイトや有配偶

女性パートに年２００日以下、週３５時間未満多いことと、

また、契約期間１年未満が多いことも確認した。彼ら／

彼女らの年収は大半が１５０万円未満で、その理由に所得

税、配偶者控除、社会保険料等に配慮し、就業調整をし

ている者も多い（とくに有配偶女性）ことも確認した。

他方、年間２００日以上、週３５時間以上という正社員並み

に働いている非正規も多く、とくに、男性の派遣、契

約、嘱託には年間２５０日以上、週４３時間以上働く労働者

も多いことも確認した。

現職に就いた理由では、パートやアルバイト、とくに

有配偶女性には、時間自由、家計補助、家事両立などが

多いが、派遣、契約には「正規がなかったから」やむを

得ず現職に就いたという、不本意就労者が相対的に多い

ことも確認した。転職志向者は２０代後半から５０代前半に

多く、男性アルバイト、派遣、契約に比較的多く、転職

希望理由は一時的な仕事と収入が少ないが主流であり、

転職先は正規を希望している者が多いが、転職の現実

は、正規への転職の割合は、男性３６％、女性２０％にすぎ

ない。非正規内転職は男性６割、女性８割であり、とく

に女性パートの７割はパート形態内転職であった。非正

規から正規への移行の難しさも確認できた。

5．非正規労働世界の新たな展開

これまで見てきたように、雇用形態の多様化と非正規

雇用の増大（企業規模に関わらずあらゆる産業・職業に

浸透）、就業形態の多様化（就業日数と就業時間）、そし

て就業意識の多様化があった。まさに「多様化」で「非

正規就業者」としてまとめるのは難しい。

この非正規雇用の多様化の背景には、人々の働くこ

と・仕事意識の多様化もあるが、最大の要因は、人件

費・労務費削減を目指して「雇用の柔軟化・労働者使用

の自由化」を求める資本の論理がある。事実、非正規雇

用をする理由は、「雇用形態の多様化に関する総合実態

調査（事業所用）」（２０１２年）によれば、それぞれの項目の

回答（M. A）事業所割合は、パートタイム（これは本稿

のパートとは異なり、短時間就業者を意味する）は、賃

金節約（４１.１％）と仕事の繁閑対応（３９.２％）、臨時（本工

のアルバイトにほぼ対応）は業務量変化対応（４６.２％）、

繁閑対応（３３.１％）、派遣は即戦力確保（３３.９％）、加え

て正社員代替（３２.５％）、専門業務対応（２８.８％）、業務

量変化対応（２８.０％）等が加わる。契約（本稿の定義に

比べると専門的業務に限定されている）は専門業務対応

（４９.３％）、即戦力確保（３６.０％）に加えて賃金節約（２８.１％）

がある。嘱託は高齢者対策が７７.１％を占めているが、即

戦力確保（３７.８％）、専門業務対応（３０.３％）が主要な理

由に挙げられる。直接的に人件費節約名目ではないが、

実質的に人件費節約につながるの項目を合算（M. A回

答の合算）すると、パートタイムは６５％、臨時４５％、派

遣３１％、契約４０％、嘱託２３％である。

加えて通常の仕事量を超える場合に雇用する、間接的

に人件費・労務費の節約になるものの回答割合（M.A回

答の合算）は、パートタイム１０２％、臨時１２４％、派遣

７２％、契約３５％、嘱託１２％にのぼる。

つまり、どの事業所も何らかの意味で人件費節約を理

由として非正規を雇用していることになる。事実、非正

規の年間所得は正規に比べ大幅に少ない８）（表８参照）。

同時に、即戦力確保、専門業務対応、長時間営業（操

業）対応、繁閑対応、業務量変動対応、および、景気変
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動に応じた雇用量調整などは、必要な時に、必要な労働

力を、必要な量だけ採用し、必要でなくなったら契約解

除（≒解雇）できるようにする、雇用の柔軟化つまり、

労働者を「モノ」として扱う、労働力の JIT（ジャス

ト・イン・タイム、トヨタ方式）である。

この人件費節約と労働力の JIT化の要求を露骨に示し

たのが１９９５年に出された日経連（現経団連）の報告書

「新時代の『日本的経』―挑戦すべき方向とその具体

策―」であり、「世界で一番企業活動がしやすい国」に

すると言った安倍政権下での規制緩和の労働法規改定で

あった。

「新時代の『日本的経』」の内容＝日経連（＝資本）の

要求内容については、すでにいろいろのところで触れら

れているので改めてここで言及するつもりはないが、た

だ一点、しかもこれこそが主題であった、雇用のあり

方、いわば働かせ方について触れておこう。なぜなら

ば、報告が出されてから２０年以上も経つが、この点に関

する資本の要求は今も変わっておらず、雇用形態の多様

化はこの要求に従って進められてきたからである。

そこでは、労働者を「長期蓄積能力活用型」「高度専

門能力活用型」「雇用柔軟型」の３グループに分けて、

それぞれに合った人事・労務管理を展開することを主張

している。中でも「雇用柔軟型」は、「有期契約、時間

給、昇給なし、退職金なし」を標榜し、雇用形態の多様

化、非正規雇化、そして雇用の JIT化（≒解雇の自由）

を主張するものであった。もちろん、はじめにで述べた

ように、非正規雇用はこの「新時代の『日本的経』」が

発表される以前から進行していたのであるが、この傾向

を財界としてオーソライズ、進展させるものとなったの

である。

無期転換ルール―１８年問題
有期契約の非正規雇用のあり方に新しい動きが出てき

た。それは、２０１２年の労働契約法の改定（１３年４月１日

に施行）と１５年の労働者派遣法の改定（１５年９月３０日

施行）である。

改訂労働契約法は、「有期労働契約が反復更新されて

通算５年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期

間の定めの無い労働契約（無期労働契約）に転換する」

という、「無期転換」の義務化が定められた。派遣法の

改定は、派遣労働者（同一人物）を同一職場に３年継続

して受け入れた場合、派遣事業者は、�労働者の意思表

示があれば、派遣先企業に、直接雇用（ただし、無期契

約になる都は限らない）を依頼するか、�新たな派遣先

を提供するか、�派遣元で無期雇用するか、いずれかの

対応をしなければならない、となった。いわゆる「５年

ルール」「３年ルール」である。

改訂労働契約法、改訂派遣法両者とも、有期契約者

（非正規雇用者）の雇用契約を無期契約転換可能にする

よう改訂されたのである。雇用の安定を求める有期契約

労働者、派遣労働者にとっては、望ましいといえるであ

ろう。しかし、無期契約＝正社員を意味しないので、逆

に現行労働条件のままで、定年まで継続して雇用し続け

る（続けられる）、という可能性も大きい。

他方、「無期転換」ルールは、企業にとっては、有期

雇用の最大のメリットであった雇用の JITが無くなるこ

とになる。それゆえ、何らかの対策が模索されることに

なる。財界寄りの雑誌『プレジデント』は、経営の対応

策として、次の「５つの対応策」を上げている。

（１）雇止め：有期契約が５年を超えないように契約を

終了する。

（２）無期契約社員化（契約条件変更なし）：給与など条

件を変えず、無期契約にする。

（３）無期契約社員化（契約条件改善）：給与など条件を

引き上げて、無期契約にする。

（４）限定正社員化：勤務地、職務、時間などを限定し

た正社員に転換する。

（５）正社員化：完全に正社員に転換する。

そして、「雇止めは、人で不足が深刻化する現状では

採りづらく、限定正社員化、正社員化は人件費負担の大

幅増が懸念されるとし、待遇は現状維持もしくは若干改

善させたうえで、無期契約社員化がするケースが多くな

る」と予測していた。（「２０１８年に大量発生する『無期契

約社員』とはどんな社員か？」PRESUDENT Online

２０１６.９.４）

５年、３年の年数は、施行日を起点としてカウントす

ることになっているので、その適用者が最初に出るの

が、前者は１８年４月１日、後者は１０月１日であった。そ

れで「２０１８年問題」と言われてきた。

この「３年ルール」「５年ルール」には、いくつか抜

け穴が設定されていた。一つはクーリング期間である。

５年ルールは６か月、３年ルールは３か月の中断があれ

ば、再契約が可能で、経過年数のカウントは再契約時か

ら始まる。つまり、５年、３年経過する前に雇止めに

し、クーリング期間を置けば、従前どおり、有期契約の

労働者、派遣労働者として、雇い続けられるのである。

この手法をいち早くとったのは自動車大手８社であっ
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た。自動車大手８社（トヨタ、ホンダ、日産、ダイハ

ツ、スズキ、スバル、三菱）は軒並み、６か月の空白期

間を置く契約に切り替えた〈朝日新聞１７.１１.５、朝刊〉。

このような対応は、製造業を中心に生じているようであ

る。

もちろん無期契約に切り替えた企業もある。厚生労働

省の有期契約の無期転換ポータルサイトには無期転換制

度導入事例が２５社紹介されている。その中には、銀行

（千葉興業、滋賀等）、大手の保険業（三井住友海上火

災、日本生命）、生協（コープみらい、東都生協等）、フ

ロントリテイリング、リンガーハット、ダスキン等々の

名が見られる。無期化の内容は多様であり、準社員、限

定社員や正社員化もあるが、労働条件はそのままという

企業もある。また、新聞報道によれば、三陽商会（衣服

販売）、ヤマト（宅配）、タリーズコーヒー、イケア、ス

ターバックス等は契約社員、パート等を正社員に、KAI

グループ（刃物）は職務限定社員に切り替えている。

派遣労働者の世界では、契約打ち切りが生じているよ

うである。朝日新聞のコラム「職場のホンネ」に次のよ

うな投書（要約）が載った〈２０１８.１１.３朝刊〉。

営業事務の派遣社員として働いてきたが、１０月に契約

を打ち切られました。改正労働者派遣法で派遣期間の上

限が一律３年になり、それまであと２か月という時点で

の雇い止めです。派遣先の上司から「３年経過後は正社

員として採用する」と言われていたが、業績不振で事情

がかわったようです。派遣会社は決定を受け入れるだけ

で、交渉してくれませんでした。現在求職中です」（関

東地方、５０代女性）。また、こんな脱法行為をする企業

もあった。

派遣企業の大手パソナは、就業規則に「会社が無期雇

用の派遣社員に業務を１カ月提示できず、通知して３０日

たてば退職になる」としていた（１３年の労働契約法改訂

時策定）。厚労省需給調整事業課長が、これは「派遣法

違反の可能性がある」とツイッターでつぶやいた（１８.９.

２５）。「注意喚起」のつもりだったと説明した。〈２０１８／

１１／２０日本経済新聞電子版〉。この指摘を受けて、後

日、パソナはこの部分を削除した。

日経新聞は「派遣社員、薄氷の雇用安定『派遣切』再

来懸念も」と報じている。それによれば、一部の派遣企

業は、派遣先へ直接雇用を申し込んだ（リクルートス

タッフィング）、自社無期雇用が可能としている（パー

ソナルテンプスタッフ）など、対応が進んでいるが、だ

が、理解は浅い会社が大半だと報じている。〈２０１８／１１

／２０日本経済新聞電子版〉

派遣会社は、本人の希望があれば、派遣先企業に直接

雇用を申し入れる、そうでなければ、他の派遣先を紹介

する、派遣事業所で無期雇用社員にすることになってい

るが、厚労省が集計した全派遣会社の事業報告書では根

雇用安定措置の対象となる派遣社員１０６万人の内、派遣

先に直接雇用されたのは１７年段階で１.９％、派遣会社に

無期雇用されたのは０.９％、新しい派遣先を紹介された

のは４５％強しかない。

厚労省派遣労働者調査（１７.１０.１現在）では、派遣元

で正社員として直接雇用する募集情報の提供を受けた派

遣労働者の割合は１８.７％（応募した者５.７％）、「正社員

以外の直接雇用の可能性がある」との情報提供は１７.６％

（応募した３.９％）、無期雇用とこの制度の情報を受けた

ものは１５.０％（応募した５.１％）にすぎなかった。ま

た、派遣先から、正社員募集情報の提供を受けた者は

１６.５％（応募した４.０％）、正社員以外の募集情報の提供

を受けたものは１６.３％（応募した３.４％）にすぎなかっ

た。

ただ、無期派遣労働者は１６年６月１４万人から２３.５万人

と６６％増加した（有期派遣は２２％増）。３年ルールが有

期から無期への転換に、どのくらい効果を持ったかは定

かではないが、一定の効果があったと思われる。

有期契約労働者の無期雇用化、派遣労働者の派遣先へ

の直接雇用化ないし派遣元での無期雇用化は、雇用の安

定ということでは歓迎すべきであろう。しかし、無期契

約化＝正規化ではなく、非正規労働者のままの無期化

は、低労働条件のままでの雇用が続くことを意味するの

であれば、かえって正規化への転換が難しくなる可能性

がある。無期化＝正規化への転換が追求されねばならな

い。また、「限定正規」化はこれまで以上に「多様な正

規」を生み出し、それこそ多様な「正規内格差」を生み

出す温床になるであろう。これへの注意も必要であろ

う。

有期雇用の「無期転換」は、企業にとって非正規雇用

の最大のメリットであった雇用の弾力化、雇用の JIT化

が否定されるので、今後も様々な抵抗（ルール逃れ・脱

法行為）も見られるであろう。

脇田（２０１８）は、無期転換回避・拒否の可能性の論理

として、次の５点をあげている。�「クーリング期間」

の悪用、�契約時に次の契約更新ないという「不更新条

項」の挿入、�「無期転換をしない」という「転換放

棄」宣言の要求、�無期転換者を選別する「労働者選

別」、⑤雇用ではなく「委任・個人請負」つまり「労働

者性否定」である。
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事実、無期転回避の非正規の５年未満での契約解除

（方針）や派遣の継続３年前での打ち切りも頻発してい

る。

なお、「働き方改革」関連諸法の改定による施策が１９

年４月から順次実施される予定であるが、その一つであ

る正規と非正規の「均等処遇≒不合理な待遇格差是正」

の政策は評価されるべきであるが、「均等処遇」の具体

的中身が未だ不分明であり、「不合理」でなければ格差

処遇を認めるということになり、何が不合理で、何が合

理的な格差であるかが、経営側の恣意的判断が入る余地

が多分にありそうで、注視が必要である。

追記

非正規労働者問題では、外国人労働者（１２７万人、その多

くは非正規雇用であり、特に、留学生のアルバイト、正式に

は労働者として扱えられていない「技能実習生」の「実習」

名目の労働・処遇実態）を取り上げるべきであったが、本稿

では扱えなかった。他日を期したい。

注

１）これらの非正規労働者のカテゴリー（名称）は、「就業

構造本調査」の定義に基づく。それによると、 派遣社

員を除いて、明確な定義があるわけではなく、正規、

パートとアルバイト、および嘱託は 勤務先での呼称で

ある。それゆえ、各カテゴリーには、勤務時間や雇用期

間の定めの有無は考慮されていない。また「契約社員」

は「専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき

雇用され、雇用期間の定めのある者」とされているが、

特に「専門的職種」が厳しく問われている可能性は低

い。この定義に合わなくても勤務先で契約社員とされて

いる者も含まれる。派遣社員は「労働者派遣法」に基づ

く労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働

いている者である。

なお、非正規労働者に関する行政府統計調査には、総

務省の労働力調査（基本、特別・詳細）「国勢調査」、厚

生労働省の「賃金構造基本調査」「雇用形態の多様化に

関する総合実態調査」「パートタイム労働者総合実態調

査」「派遣労働者実態調査」等がある。総務省調査と厚

労省調査では、非正規のカテゴリー、定義は異なる。

２）「高年齢者雇用安定法」の改定（１２年）で、希望者全員

を６５歳まで継続雇用の義務化（施行１３年）となったが、

定年を６１歳以上に延長する企業は少なく（１７年就労条件

総合調査で２０.３％、１０００人以上企業ではわずか９.４％）、

実態は、正規雇用のままの継続雇用ではなく、身分（雇

用形態）を嘱託や契約社員に切り替えて継続しているの

が大半である。しかも、この切り替えによって賃金は４

割から６割もダウンしている。

３）本来パートタイム短時間就業者を意味しているが、その

和製英語である「パートタイマー」の名称が初めて日本

で使用されたのは、１９５４年に大丸デパートが短時間就業

者の募集広告であったという（桜井１９８５）。その後、

パートと略され、必ずしも短時間就業者を意味すること

なく、フルタイムパートも含めて、雇用形態の一つの名

称として定着し、勤務先の呼称として使われ、現在に

至っている。

４）アルバイトは明治期から学生の臨時的な働き方とし使わ

れてきた名称であるが、現在は学生に限らず、これも非

正規の雇用形態の一つとして使われている。

５）厚生労働省が毎年労働者派遣事業を営んでいる企業から

の報告をまとめたもの。１７年は、報告し未提出事業所が

１割強あるため、派遣労働者の実数はもう少し多くな

る。

６）継続期間の数値には、定年等で契約や嘱託に雇用形態が

切りかわっても、同じ企業で勤務を続けている者が、切

り替わる以前の勤務年数を含めて答えている可能性が高

い。事実、男性嘱託の５０～５９歳層で３０年以上の割合は７％

しかいない。

７）有配偶で共働き世帯の場合、１０３万（１８年から１５０万円）

以上の収入があると、本人に所得税がかかり、配偶者の

所得税に配偶者控除が受けられなくなる。これが１０３万

円の壁である。また、１３０万円以上になると、配偶者の

扶養家族から外れ、社会保険料納入の義務が生じる。の

要因が働いている面もある。加えて、配偶者の勤務先に

よっては、家族手当が支給されない場合も出てくる。な

お、社会保険では、１０６万円で、働き方によっては、社

会保家加入の義務が生まれる。なお、１９～２３歳の子供か

いる場合には、特定扶養親族として、親（扶養者）の所

得から６３万円控除される。

８）詳しくは、柴田弘捷「日本の非正規労働者問題（２）」

「専修人間科学論集第８巻第２号（社会学篇第８号）」参

照
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